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１．議事日程 

   （平成１９年第２回安芸高田市議会６月定例会第１日目） 

 

平成１９年６月１１日 

午 前 １ ０ 時 開 会 

於 安 芸 高 田 市 議 場 

日 程 第 １   会議録署名議員の指名           

日 程 第 ２  会期の決定 

日 程 第 ３  諮 問 第 ２ 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日 程 第 ４  同 意 第 ２ 号 安芸高田市公平委員会委員の選任の同意について 

日 程 第 ５  同 意 第 ３ 号 安芸高田市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意につい 

             て 

日 程 第 ６  同 意 第 ４ 号 安芸高田市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意につい 

             て 

日 程 第 ７  同 意 第 ５ 号 安芸高田市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意につい 

             て 

日 程 第 ８  承 認 第 １ 号 専決処分した事件の承認について 

【安芸高田市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する

条例】 

日 程 第 ９  承 認 第 ２ 号 専決処分した事件の承認について 

【平成１８年度 安芸高田市一般会計補正予算（第８号）】 

日程第１０ 承 認 第 ３ 号 専決処分した事件の承認について 

【安芸高田市税条例の一部を改正する条例】 

日程第１１ 承 認 第 ４ 号 専決処分した事件の承認について 

【安芸高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例】 

日程第１２ 承 認 第 ５ 号 専決処分した事件の承認について 

【平成１９年度安芸高田市老人保健特別会計補正予算（第１

号）】 

日程第１３ 承 認 第 ６ 号 専決処分した事件の承認について 
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【平成１８年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会

計補正予算（第５号）】  

日程第１４ 承 認 第 ７ 号 専決処分した事件の承認について 

【平成１８年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第５号）】 

日程第１５ 議案第５４号 安芸高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

日程第１６ 議案第５５号 工事委託契約の締結について 

【安芸高田市特定環境保全公共下水道甲田浄化センター建設工

事】 

日程第１７ 議案第５６号 安芸高田市火災予防条例の一部を改正する条例 

日程第１８ 議案第５７号 安芸高田市文化センター設置及び管理条例 

日程第１９ 議案第５８号 平成１９年度安芸高田市一般会計補正予算（第１号） 

日程第２０ 議案第５９号 平成１９年度安芸高田市国民健康保険特別会計補正予算（第

１号） 

日程第２１ 議案第６０号 平成１９年度安芸高田市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第２２ 議案第６１号 平成１９年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号） 

日程第２３ 議案第６２号 平成１９年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号） 

日程第２４ 議案第６３号 平成１９年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計補正予算

（第１号） 

日程第２５ 議案第６４号 平成１９年度安芸高田市簡易水道事業特別会計補正予算（第

１号）  
２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 

１番    明 木 一 悦     ２番    秋 田 雅 朝  

３番    田 中 常 洋     ４番    加 藤 英 伸  
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    ６番    川 角 一 郎    ７番    塚 本  近 

    ８番    赤 川 三 郎    ９番    松 村 ユ キ ミ 

   １０番    熊 高 昌 三   １１番    藤 井 昌 之 

   １２番    青 原 敏 治   １３番    金 行 哲 昭 

   １４番    杉 原  洋   １５番    入 本 和 男 

   １６番     山 本 三 郎   １７番    今 村 義 照 

   １８番    玉 川 祐 光   １９番    岡 田 正 信 

   ２０番    亀 岡  等   ２１番    渡 辺 義 則 

   ２２番    松 浦 利 貞 

 

３．欠席議員は次のとおりである（なし） 

 

４．会議録署名議員 

７番    塚 本  近    ８番    赤 川 三 郎 

 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２１名） 

市     長    児 玉 更太郎     副  市  長    増 元 正 信 

副  市  長    藤 川 幸 典     総 務 部 長    新 川 文 雄 

自治振興部長    田 丸 孝 二     市 民 部 長    平 下 和 夫 

福祉保健部長兼

福祉事務所長
    廣 政 克 行     産業振興部長    清 水  盤     

建設部長   

兼公営企業部長
    金 岡 英 雄     教 育 長    佐 藤  勝   

教 育 次 長    益 田 博 志     消 防 長    竹 川 信 明    教育参事兼安芸高田少年自然の家所長   永 井 初 男     会 計 管 理 者    立 田 昭 男   

八千代支所長    槇 原 秀 克     美土里支所長    清 水  勝      
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高 宮 支 所 長    近 藤 一 郎     甲 田 支 所 長    垣 野 内  壮 

向 原 支 所 長    田 口 茂 利     総 務 課 長    高 杉 和 義      

財 政 課 長    沖 野 文 雄 

 

６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（４名） 

事 務 局 長  増 本 義 宣    議事調査係長  児 玉 竹 丸 
書 記  国 岡 浩 祐    書 記    倉 田 英 治 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   おはようございます。開会の前でございますが、クールビズについ

てのご連絡をさせていただきます。本会議につきましては、ネクタイ

着用で上着は、議長の許可を得てということになっておりますが、本

定例会中につきましては、許可をいたしたということで、脱いでいた

だいて結構でございますので、あらかじめご了解をいただきますよう

お願いをいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １０時００分 開会 

○松 浦 議 長   それでは時間が参りましたので、ただいまの出席議員は２１名であ

ります。 

定足数に達しておりますので、これより平成１９年第２回安芸高田

市議会定例会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

日程に入るに先立ち、議会事務局長より諸般の報告をいたさせます。 

◯増本事務局長   議長。 

◯松 浦 議 長   事務局長。 

◯増本事務局長   諸般の報告をいたします。 

第１点、市長並びに教育委員長より、本定例会に説明員として出席

委任するものの職氏名の一覧表が提出されております。 

第２点、市長より３千万円以上、１億５千万円未満の工事請負契約

締結についての報告がありました。 

第３点、監査委員より、平成１９年２月分、３月分、４月分の例月

出納検査結果の報告がありました。 

第４点、市長より平成１８年度安芸高田市一般会計予算等繰越明許

費にかかる繰越計算書についてと、平成１８年度安芸高田市水道事業

会計予算の建設改良費繰越についての報告がありました。 

第５点、市が資本金の２分の１以上を出資等している法人の、経営

状況説明書についての報告がありました。 

それぞれの写しをお手元に配布しておりますので、ご了承ください。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

◯松 浦 議 長   以上をもって諸般の報告を終わります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

◯松 浦 議 長   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第７９条の規定により、議長において、

７番 塚本近君、８番 赤川三郎君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２  会期の決定 

◯松 浦 議 長   日程第２、会期の決定を議題といたします。 
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本定例会の運営について、過日、議会運営委員会を開き、ご協議い

ただいておりますので、その結果について、議会運営委員長 杉原洋

君の報告を求めます。 

◯杉 原 委 員 長   議長。 

◯松 浦 議 長   はい。 

◯杉 原 委 員 長   失礼いたします。 

平成１９年第２回定例会の運営につきまして、去る、６月４日に議

会運営委員会を開き、次のとおり決定いたしましたので報告をいたし

ます。 

まず、会期につきましては、お手元の会期日程のとおり本日から６

月２６日までの、１６日間といたします。 

議事の都合により、６月１５日から６月２５日までを休会といたし

ます。 

本定例会に付議されます案件は、諮問１件、同意４件、承認７件、

議案１１件、計２３件でございます。 

議案審議につきましては、議案第５４号から議案第５７号までにつ

いては、お手元の付託表のとおり、それぞれ提案理由の説明の後、質

疑を受け、各常任委員会に付託することといたしました。 

その他の案件については、付託を省略することといたしました。 

一般質問の取り扱いにつきましては、１７人から通告がありました

ので、３日間をあてて通告順に明日１２日が６人、１３日が同じく６

人、１４日を５人といたします。なお、農業委員推薦の件は、最終日

に上程される予定となっております。 

また各種要望書等につきましても、各委員会において審査の上、整

いましたら最終日に発議案件として、提案される予定となっておりま

すことを申し上げさせていただきます。 

以上、報告を終わります。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

ただいまの委員長の報告のとおり、会期は１６日間とすることにご

異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

ご異議なしと認めます。 

よって、会期は１６日間と決定をいたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３ 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求め 

ることについて 

○松 浦 議 長   日程第３、諮問第２号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ

とについてを議題とします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議長。 
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本定例会の冒頭にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

本日、平成１９年安芸高田市議会第２回定例会を招集いたしました

ところ、議員の皆様には、大変ご多用の中をご出席いただき、まこと

にありがとうございます。 

          平成１９年度もはや２カ月が経過し、平成１８年度の出納整理期間

も５月末をもって終了いたしました。 

          この間、新年度の事務事業も順調な滑り出しをしており、とりわけ

第２庁舎・総合文化保健福祉施設につきましては、ご覧いただきます

ように外観が見えてまいりました。 

 工事の方は、予定工期どおりに進んでいるとの報告も受けており、

近隣の皆様やご不便をおかけしております市民の皆様並びに議員各位

のご理解とご協力のたまものと感謝をしております。 

 さて、本年度は、合併４年目を迎える大きな節目の年であり、行政

としての生き残りを賭けた重要な年であると考えております。 

 特に、行財政改革の各プログラムを着実かつ迅速に進めることが肝

要で、そのため本年度は、行政評価システムの本格導入を図り、全事

務事業について評価シートの作成に取り組むこととしております。既

に、係長級以上の職員研修も終了し、これから具体的な作業に入る予

定でございます。 

 行政が行っております様々な事務事業について、一つひとつ検証し

市民の皆さんのニーズにこたえていくと同時に、スリムで合理的な行

政経営の実現を目指してまいりたいと考えております。 

 また、来月５日から１９日の間に市内６カ所におきまして、合併以

来続けておりました支所別懇談会を開催することとしておりますので、

どうかよろしくお願いを申し上げます。 

 さて本定例会へは、諮問１件、同意４件、承認７件、議案１１件の

全２３件を上程させていただいております。 

どうぞ、よろしくご審議を賜りますように、お願いを申し上げます。 

 定例会開会にあたりまして、市政の報告を申し上げ、ごあいさつに

させていただきます。 

 続きまして、諮問第２号の提案説明を申し上げます。 

議案名が、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、

本件は、人権擁護委員の任期満了に伴う後任候補者を法務大臣に推薦

するにあたり、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づきまして、

議会の意見を求めるものでございます。 

本年９月３０日をもって任期満了となります向原町の清水素子委員 

の後任候補者として、引き続き清水素子さんを推薦するものでござい

ます。 

清水素子さんは、平成１６年１０月１日に人権擁護委員に就任され

三次人権擁護委員協議会常務委員を務めておられます。 

人権問題に十分な理解があり、引き続き熱意と意欲を持って人権擁
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護活動に取り組んでいただけるものと、人権擁護委員として適任であ

ると判断し推薦するものでございます。 

よろしくご審議を賜りたいと思います。 

○松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この件に関しましては、質疑・討論及び委員会付託を省略したいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、そのように取り計らいます。 

これより諮問第２号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めること

についてを採決いたします。 

本件はこれに同意することに、ご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 

          よって本件は、これに同意することに決定をいたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第４ 同意第２号 安芸高田市公平委員会委員の選任の同 

意について 

◯松 浦 議 長   日程第４、同意第２号、安芸高田市公平委員会委員の選任の同意に

ついてを議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   同意第２号でございます。議案名は、安芸高田市公平委員会委員の

選任の同意についてでございます。 

本件は、安芸高田市公平委員会委員３名のうち、１名の委員の任期

が満了することに伴いまして、後任の委員を選任することにあたり、

地方公務員法第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求めるも

のでございます。 

          本来、公平委員会の委員の任期は４年と定められておりますが、本

市の場合は、新市発足後に委員会を設置したため、地方公務員法制定

時の附則第５項の規定によりまして、一人は４年、一人は３年、他の

一人は２年という任期をくじによって定めております。 

このたび、６月１４日をもって、３年任期であった現委員の門出浩

一氏の任期が満了となるため、引き続き門出氏を選任することについ

て、議会の同意を求めるものでございます。 

 門出氏は、八千代町にお住まいでございまして、旧八千代町の収入

役や助役の要職を歴任されており、地方自治の本旨に造詣が深く、人

事行政にも精通された方で、公平委員会委員として適任であると確信

するものでございます。 

          以上、よろしくご審議を賜りたいと思います。 

○松 浦 議 長   以上で提案理由の説明を終わります。 

この件に関しましては、質疑・討論及び委員会付託を省略したいと
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思いますが、ご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、さよう取り計らいます。 

お諮りします。 

これより同意第２号、安芸高田市公平委員会委員の選任の同意につ

いてを採決いたします。 

本件はこれに同意することに、ご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 

          よって本件は、これに同意することに決定いたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第５ 同意第３号 安芸高田市固定資産評価審査委員会委 

員の選任の同意について 

日程第６ 同意第４号 安芸高田市固定資産評価審査委員会委 

員の選任の同意について 

日程第７ 同意第５号 安芸高田市固定資産評価審査委員会委 

員の選任の同意について 

◯松 浦 議 長   日程第５、同意第３号、安芸高田市固定資産評価審査委員会委員の

選任の同意についてから同意第５号まで、同じくまで以上の３件を一

括議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   同意第３号、第４号、第５号、議案名が安芸高田市固定資産の評価

審査委員会委員の選任の同意についてでございます。 

          同意第３号から第５号までの提案理由について説明申し上げます。 

          本件は、安芸高田市固定資産評価審査委員会委員３名の任期が、本

年６月１４日で満了となることに伴いまして、後任の委員の選任につ

いて、地方税法第４２３条第３項の規定により、それぞれ議会の同意

を求めるものでございます。 

          同意第３号は、現委員の藤嶋義久氏を引き続き委員に選任したいと

するものでございます。 

 藤嶋氏は、広島市安佐北区安佐町にお住まいでございまして、国税

局勤務を経て、現在は税理士として活躍中でございます。 

   次に同意第４号、女鳥清治氏を新たに委員に選任したいとするもの

でございます。 

          女鳥氏は、甲田町にお住まいでございまして、国税局勤務を経て、

現在は税理士として活躍中でございます。 

          次に同意第５号は、竹田健市氏を新たに委員に選任したいとするも

のでございます。 

          竹田氏は、向原町にお住まいでございまして、旧向原町税務課勤務

を経て、現在は司法書士として活躍中でございます。 
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以上３名の皆さんは、豊富な知識と経験を有し、人格・識見ともに

優れた方々で安芸高田市固定資産評価審査委員会委員として適任であ

ると確信しております。 

          以上よろしくご審議を賜りたいと思います。 

○松 浦 議 長   以上で提案理由の説明を終わります。 

この件に関しましては、質疑・討論及び委員会付託を省略したいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、さよう取り計らいます。 

お諮りいたします。 

これより同意第３号、安芸高田市固定資産評価審査委員会委員の選

任の同意についてから、同意第５号同じくまで以上の３件を一括採決

いたします。 

本３件はこれに同意することに、ご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 

          よって本３件は、これに同意することに決定いたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第８ 承認第１号 専決処分した事件の承認について【安 

芸高田市職員の給与の特例に関する条例の一部を改 

正する条例】 

◯松 浦 議 長   日程第８、承認第１号、専決処分した事件の承認について、安芸高

田市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の件を議題

といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   承認第１号、専決処分した事件の承認について、安芸高田市職員の

給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

本件は、消防職の給料表の水準について、消防長の給料表の使用級

を８級から７級へ、消防次長及び消防署長の使用級を７級から６級に

それぞれ格付を変更したことに伴いまして、安芸高田市職員の給与の

特例に関する条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。 

 ４月１日から実施することとしておりました、一般職の給与の減給

措置に合わせるため、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、

条例の施行日を３月３１日とする専決処分を行っております。 

          以上、よろしくご審議を賜りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

総務部長 新川文雄君。 

◯新川総務部長   それでは承認第１号、専決処分した事件の承認につきまして、専決

処分の内容でございますけども、安芸高田市職員の給与の特例に関す
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る条例の一部を改正する条例でございます。 

          専決処分年月日につきましては、平成１９年の３月３１日でござい

ます。 

          お手元の方に配布をさせていただいとります、承認第１号に伴いま

す専決処分承認事件の説明資料に基づきまして、ご説明をさせていた

だきたいと思っとります。 

          まず、１ページをご覧をいただきたいと思います。特例に関する条

例につきまして、新旧表の別表第１、別表第２に定めておりますけど

も、本件につきましては消防職給料表の水準、また行政組織の事務等

の整合性をとりながら、消防長の給料表の使用級を８級から７級に是

正をするものでございます。新旧級の行政職の給料表につきましては、

その職務の級が７級である職員ということで、これは変更はございま

せんけども、消防職の給料表のその級で職務の級が８級である、これ

は消防長の職級に値するものでございます。新たにその職務の級を７

級または８級である職員ということに定めるものでございます。今回

の変更につきましては、８級を７級に定めるものでございます。また

は８級である職員ということで、ここに掲げておりますけども、まだ

これは給料表等もございますので、それに該当する職員はいませんけ

ども、こういう表の中で定めをさせていただいております。 

          次に別表第２第１条関係でございますが、ここのことにつきまして

は、消防次長また消防署長の使用級を７級から６級に、それぞれ格付

を変更いたすものでございます。行政職の給料表につきましては、そ

の職の６級である職員は、課長相当職でございます。消防職の給料表

につきましては、６級または７級である職員ということでありますけ

ども、６級を課長職また７級を次長職ということでございますけども、

新たに消防職の給料表でその職務の級が６級である職員ということで、

課長同等職の６級に変更をいたすものでございます。参考資料といた

しまして、２ページの方に掲げておりますけども、このことにつきま

しては、消防長の職務の級を８級から７級にしたために、行政職給料

表の部長級と同じ減額率となるという表で表していただいております。

改正前につきましては、消防長の８級の職員ということでありますけ

ども、７級の職に値するようになります。また５％につきましては、

６級７級の職員であることにつきましては、これ課長次長級でござい

ますが、６級の課長の職員で管理職手当てを支給されているものとい

うことで、表現させていただいております。４％につきましては、管

理職、得てない職員で主幹対応でございます。３％につきましては変

更はございません。３・４・５級の職員１％につきましては、１また

２級の職員でございます。この減額の期間につきましても、同様の平

成１９年の４月 1 日から平成２０年の３月３１日までの、適用する特

例条例のこのたびの一部改正する条例の案でございます。 

以上で専決処分した事件の承認についての要点の説明を終わります。 
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◯松 浦 議 長   以上で説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

○熊 高 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １０番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   これも３月の議会の流れの中でということでしょうけど、具体的に

金額としてですね、この関係でどのくらいのものが上がってくるのか、

お知らせ願いたいというふうに思います。 

○松 浦 議 長   答弁を求めます。 

          暫時休憩をいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １０時２５分 休憩 

午前 １０時４０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   それでは時間が参りましたので、休憩を閉じて会議を再開いたしま

す。 

          ただいまの１０番 熊高議員の質問に答弁を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 

◯新川総務部長   はい。資料不足で大変申しわけなく思っております。 

          ご説明をさせていただきます。 

          このたびの給与の改正等に伴います、カットにつきましては消防長

の影響度合いの数字が出るというように考えております。新たに一昨

年３月末日を持ちまして、次長級でありました職員が退職をし、この

たび次長級を新たにつくっておりますけども、課長という職の給料表

を定めております。そういう関係で格付等につきましても変更はござ

いませんけども、消防長の格付をさせていただいとる関係で、全体的

には消防長のこのたびの給料の減額等につきまして、１２１万３千円

のこうした減額の削減額の効果を出させていただいとるというところ

でございます。 

          この一昨年来の人事院勧告によりまして、４．８％の給与勧告がな

されておりましたけども、１８年の４月１日にはこの９級の１７号を、

その消防長という職の中であったわけでございますけども、これを８

級に是正をさせていただいたとこでございます。その当時、現給補償

という人事院勧告もございますので、このたびの減額措置改正後の

７％相当分につきまして、そうした給与カットの影響額を出させてい

ただいとるというところでございます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          ほかに質問ございませんか。 

          １０番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   具体的な金額については、今説明がありわかりましたが、これは減
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額の期間が２０年３月３１日ということですが、１年間ということで

すが、率と等級の減額率があって、等級の改正というのが合わせて出

ておるわけですね。これがなかなか理解がしがたいと言うんですが、

何を目的にされとるかというのは、減額を目的でしょうけども、こう

いった状況の中で等級も含めてですね、こういった提案をされるとい

う理由がちょっとよく理解できないんですが、もう少しこういう中身

についてはですね、委員会あたりで十分な説明があるべきじゃないか

なという気がして、今聞いておるんですけども、そこらのところをも

う少し、この本会議場でわかればですね、お聞きしたいと思います。

再度そういう質問をさせていただきます。 

○松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 

◯新川総務部長   このたびのこうした消防長の号級表と、行政職の７級表に合わせた

ということでございます。そうした行政のこのたびの合併をさせてい

ただいて、４年目のスタートということでございますけども、やはり

消防職の給与の額と一般行政内部であります、部長相当職の給与の額

というものを調整をさせていただいたのが、一つの狙いであったとい

うように考えております。実質的には先ほど言いましたように、一昨

年の人事院勧告で金額的には９級の１７号でございました。４９万３，

１００円という数字の号級になるわけでございますが、現給補償とい

うことの人事院がございますので、その後８級の２号に値をしますと、

４８万３，４００円になるわけでございますけども、４９万３，１０

０円に対してのこのたびの６％の削減額をさせていただいております。

当然まだ各部の部長職と消防長というのは、給与額の表面では合わせ

ておりますけども、人事院勧告によります現給補償という項目がござ

いますので、その当時の１８年の現給補償額に対して、６％という減

額の削減の率をかけさせていただいておるという状況でございます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   答弁を終わります。 

          ほかに質疑ありませんか。 

          １番 明木一悦君。 

○明 木 議 員   今の号級問題なんですけど、前回の３月定例会においてはですね、

組織機構改革のところでいろいろとこれについては議論され、３月で

それが無理という判断をされまして、それは委員会また議会をとおし

てですね、そういうことになったわけですね。それを今回の号級変更

というのがですね、やはり組織変更改革にもですね、一部かかわって

きているところじゃないかなというふうに思われるんですけど、この

件については、なぜそういうとらわれ方をせずにですね、専決で決め

られたのか、全く議会の方にはこういう情報もなかったと思いますし、

委員会についても触れなかったと思います。通常であればですねこう

いうことについては、例えば全員協なり委員会をとおしてやられるん
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が、今までの慣例じゃないかなというふうに思われるんですが、その

あたりがちょっと不明確なんで、もう一度説明をしていただければと

思うんですけど。 

○松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   ご承知いただいておりますように、このこうした人件費の削減とい

うこと等の踏まえた形の中で、人事院勧告制度の内容等を踏まえた形

の中で、行財政改革の推進の実施計画の中にこの項目を挙げさせてい

ただいております。そういうことにつきましても、１８年度１７年度

また１８年度の人事院勧告に伴います、給与構造改正の中でですね、

組織機構の関係につきましては確かにご指摘いただきますように、新

たな形の中で定例会の方で出させていただいておりますけども、給与

関係につきましては、１７年または１８年度のこうした給与構造の改

革を実施されております。そういう考えの中で、このたびの給与水準

というものを部長職相当職ということで調整をさせていただいたとい

うことでございますので、ご理解をいただきたいというように思って

おります。 

○松 浦 議 長   １番 明木一悦君。 

○明 木 議 員   今のですね私の質問は、なぜ事前に全員協なりですね、委員会なり

で説明をされなかったのかなということを聞いてるわけで、先ほどの

答弁はですね、先ほど聞いた内容と全く一緒だと思うんですね。同僚

議員がされた質問に対しての答弁じゃないかなというふうにとられる

んですけど、もう一度お尋ねします。 

なぜ全員協なり委員会でこれを事前に説明されずに、専決をされた

のかをお伺いいたします。 

○松 浦 議 長   ただいまの答弁を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   こうした改革の一環の中で、実施をさせていただいたということも

事実でございます。職員の給与の支給に関する問題点でございますの

で、当然早期のこうした専決条文を適用させていただいて、４月１日

の適用という条文を掲げさせていただいております。給与等の職員に

支払うという関係もございますので、大変そうした全員協等も協議を

重ねさせていただいとりませんけども、そういう状況の中で緊急的な

形の中で、この専決処分というものをさせていただいたという状況で

ございますので、ご理解をいただきたいというように考えております。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          ほかに質疑ありませんか。 

          １５番 入本和男君。 

○入 本 議 員   本来職員の給与の関係、特例という問題がここで出たわけですけど、

以前にも消防職員の問題は合併当時から問題があったわけですけど、

生命と財産を危険を冒して一般職員でありながら、現場に出ることも



 15 

あると、現在少ない職員で対応しておると、そういう中で我々はその

追求をやめた過去の原因があると思います。それで本来その３月３１

日付のこの専決処分という年月日にしても、また特例に関してもです

ね、定例会がある時期にですね、既にこういう内容が決まっていて、

４月１日というものを今月出されているのは、非常にその我々の追求

に説明に対してですね、非常に不信感を抱くという、十分な消防職員

がいない中で、あれやこれやを対応して頑張っとる、その中でその消

防職員はそういう待遇になっとると、いう中でこういう今日にどさく

さに紛れて、言い方は失礼ですけど、予算審査する中にも出てなくて

ですね、今補正で出るんだと思いますけど、そういう安易な考え方が

どうも私は理解できないわけでございますけど、専決にされたこと事

態が非常に不快感を与える。議会で審議した事項をですね、こういっ

た形で出るいうこと事態が理解できないんですが、そのあたりも具体

的に今職員が十分足りとるんでしょうか。現場があってもうそういう

現場職員じゃなくてもそういう問題がなくなったか、そのあたりでこ

ういう経過になったんなら、私は理解できるんですけど、本来なら消

防長の方に聞きたいんですけど、総務部長がこう仕切られたんだと思

いますが、そのあたりはどのようなお考えでしょうか。 

○松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          総務部長 新川文雄君 

○新川総務部長   確かにご指摘いただきますように、現在の消防職の５５名、また北

部分駐所のそうした非常勤体制というのの充実ということで、課題を

抱えながらですね、実施をさせていただいておるというのは状況にな

いというように思っております。ただ職員の補充等につきましては、

一般職も同様、そうした合併来のですね、不補充という状況を取らさ

せていただいております。ただし一昨年につきましては、４月１日を

目途に職員の消防職につきましては、採用の枠を定めさせていただい

ております。これまでに時間を要した関係等につきましては、類似団

体なりまた近隣の市町村のそうした消防の対応、給与体系のあり方と

いうものについても調査をさしていただいたところでございます。そ

ういう状況の中を踏まえさせていただいて、そうした今回の是正措置

というものを取らさせていただいたというように考えております。 

          当然今日のこうした行財政改革の中にあるべき姿というものは、や

はりある程度の幹部職員等の意識のとり方ではなかろうかというよう

に思っております。課長職等につきましては、同等の変更等もござい

ませんけども、ある程度のこうした管理責任・管理監督という形の中

で、こういう措置をご時勢の中でとらさせていただいたというのが事

実でございます。確かに３月の定例ということもございますけども、

いろいろ各階層等の協議を重ねさせていただいた結果、こうした状況

の中で専決処分を取らさせていただいたという状況でございますので、

どうかご理解のほどいただきたいと思っております。 
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◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          １５番 入本和男君。 

◯入 本 議 員   専決というものをもう少し理解していただいてですね、ここで質問

があるようなことをですね、専決されるということは私は非常にいか

がなものかというように思うんですよ。本来なら説明があって、異議

なしで終わるのが本来の専決ではなかろうかと思うんです。機構改革

と言えば非常に聞こえがいいわけですが、我々も機構改革の中でも要

るものは要る、要らないものは削除するという、大前提にやってきて

いるわけでございまして、それをあたかも特例という、機構改革とい

う非常に聞こえのいい言葉で処理されるということはですね、我々チ

ェックする側とすればどこを信じて、どこを審議すればいいんかと、

非常に答弁を信じながら議会審議を進めとるわけでございますけども、

今回についてこれを今のようにこの場で否決して云々とか、可決して

我々は給与関係に関しては職員の意識高揚という形で維持をしてきま

した。また今回の分につきましては、消防というものは先ほど申しま

したように、少ない人員で生命財産を守っておられるんだという形で

認めてきた、その中で軽く専決という定例会後に交付される。専決に

関するもう少し位置づけをですね、どのように考えておられるのか、

こういう形のものが本当に専決だと思われておるのかどうか、再度お

伺いいたします。 

◯松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 

◯新川総務部長   確かにご指摘いただきますように、専決処分書のあり方ということ

につきましても、十分理由づけ等につきましても、我々としてもご理

解をさせたいところでございます。ただ、いろいろこの間の協議の中

で、当然現課の方とも協議を重ねさせていただきました。各議員の皆

さん方の方に提案をさせていただく時期というのを、非常にそうした

タイミング的なところがなかったのも事実でございます。 

今後につきましては、こうした関係等につきましても、十分執行部

の方も我々も時間をとらせていただきながら、議員の皆さん方の方に

提案をさせていただくという、ある程度の考え方につきましても、是

正をさせていただきたいというように考えておりますので、どうかよ

ろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   答弁を終わります。 

          ほかに質疑ありませんか。 

          １２番 青原敏治君。 

◯青 原 議 員   重複するかもわからんのですが、やはり単純に考えると消防職とい

うのは先ほどもありましたように、市民の生命財産を守る、危険職手

当てじゃないですけど、一般職よりは１級上だというふうに私も認識

しとったわけなんですが、これがずっとこのまま財政が回復すること

なく続くのであれば、いかがかなというふうな思いがするんですが、
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近隣の市町村の方も調べられたということなので、そういう資料があ

りましたら出していただきたいというふうに思います。 

          今の号級外というのを再度説明をいただければ、これが未来永劫続

くんかどうかいうのもあわせてお伺いいたします。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 

◯新川総務部長   こうした給料表の額等につきましては、ただ行政職の給料表を使っ

ておるという状況ではないわけですね。これは消防職の場合は、公安

職の給料表を使っております。こうした状況の中では当然、先ほどご

指摘いただきますように消防職である任務の重要性というものは、そ

うした公安職の給与額に応じて、補償されておるというように考えて

おります。 

          行政職と公安職は、本市の場合でも別個な給料表を定めさせていた

だいとります。ただ他市の場合では、行政職の給料表と同じく同額に

した給料表で、そうした消防業務を実施されておるという状況もござ

いますし、またそれに近い行政職等の給料表に近いという状況の給与

を定めたという状況もございます。どちらにいたしましても今日まで

こうした一部事務組合等である程度の経過等もございますし、このた

び合併をしたという形の中のある程度の考え方と同時に、このたびの

こうした措置を取らさせていただきましたのも、当然６％のカットの

率に該当しないという状況のことも出てくるということもございます。

そうした状況でございますので、このたび給料表の是正をさせていた

だいて号級の格付を是正をさせていただいて、今まで給与の額は現給

補償ということで定めをさせていただいております。その現給補償ま

で減額ということは、このたびの６％はさせていただいておりますけ

ども、人事院勧告に基づきまして、消防長の現給補償でありますので、

１７年人勧前の給与額というものは補償をさせていただいております。

号級の８級を７級ということに定めさせていただいておりますけども、

あくまでも現給補償というのは、させていただいとるということにつ

いての、ご理解をいただきたいというように考えております。 

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          １２番 青原敏治君。 

◯青 原 議 員   今説明をいただいたんですが、やはり市民の安心安全を願うものと

しましては、やはり消防の力というのは、かなり大なるものがあるん

じゃなかろうかというふうに思います。そこでそういうふうな減給を

されたと、号級外というようなことがもし市民の方で、そういう我々

はじゃあどうなるんかと、いうような思いをされた方がおられました

らね、どういうふうになるんかと、そこらあたりの考え方をね、市長

さんでもいいですからお答えをいただきたいと思います。 

◯松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 
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          市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   基本的には現在一般職は、職員の減ということを実施をしておりま

すが、消防職については、一般職の職員減という適用はしないと、こ

ういうことで今までやってきております。したがって人員は現員を保

障するとこういうことでございます。したがって本年も補充をしてき

て、減員の補充をしてきております。まだ実質的にはもう２、３人ま

た減員があるわけでございますが、それも予定どおりやっていくと、

こういうことで今一般職と消防職については、我々は消防の任務の重

要性ということを考えて減員しないと、こういうことで今やってきて

おります。しかし実際には、この間もちょっと消防長とも話をしたん

ですが、一人ぐらいはあれでも減員をお願いせにゃあいけんかもわか

らんが、そこらは実態を見ながらですね、今約５０人おると思います

が、消防が確保できるように努力をしていくということでございます。 

          また消防職員について一般は先ほど申し上げましたように、この公

安職というその位置づけをしておりますので、一般職よりかランクは

何ぼか高いと、こういうこともあるわけでございますので、そこは合

併のときにもいろいろこの問題はあったわけでございます。しかし現

在はそういうことで今やってきておる、こういうことでございますが、

近隣の市では、やはり一般職と同じようなランクづけもしたところも

あるわけでございますが、現在のところは公安職を使っておると、こ

ういうことでございます。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          皆さんにお諮りします。 

ただいま青原議員から資料提出の要求がありました。これを求める

ことに異議はありませんか。 

〔異議なし〕 

◯松 浦 議 長   異議なしということですので、資料の提出を求めます。 

          ほかに質疑ありませんか。 

          １０番 熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   いろいろ同僚議員からも質問があって、かなりのものが理解をでき

る部分もあるんですが、消防という視点でですね、その１点は考える

部分が当然あって議論も今しておるんですけども、それと行政改革、

行財政改革の視点でという、この２点がいろいろ絡まった議論にどう

してもこの消防関係はなるんですね。そういった観点からすると、も

う少しいろんなその全体の資料が出た上でですね。深く議論する部分

がやはり必要じゃないかなという気がするんですね。だから先ほど言

いましたように委員会等で十分説明をして、そのこれまでの経緯も含

めてですね、再度確認をした上でいろんな深い議論をして、それぞれ

の考えを確認していくと、こういう手順が必要じゃないかなという気

がするんですね。 

          で、消防といえば既に広域合併に向けて今年度から県も計画をつく
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っていき、その方向が出る年ですよね。そういった視点で今後消防と

いうものを、安芸高田市はどうするんかというような議論も必要にな

ってくるような状況もあるんですね。そういった状況の中で、現在の

職員の体制というのが、本当に広島と例えば合併というような状況が

出てきたときに、今の状況をこのままの状況で合併できるのかどうか、

そういったことも議論になってくるわけですね。だからかなり深い議

論が必要なこれは案件なわけですね。さらには今の人事院勧告に基づ

いてという、総務部長はいろいろ何度も話をされますが、人事院勧告

に基づいてやるんならば、人事院勧告に基づいてきちっと職務を全う

すればいいというのが、３月の議会のときの私の職員のその給与削減

に対する反対討論の一部の中身でありますね。そういった観点もあり

ますし、青原議員から類似団体の資料提供ということでしたが、先ほ

ど総務部長、類似団体のその状況を見てこういった判断をしたんだと

いうことですが、確かに給料表は一般職と同じようにして、三次あた

りはそういうふうにしとるんですかね。そうなっとるような状況です

が、その給与体系だけじゃなしに、じゃあ職員の数というのも同じよ

うになっているのかどうかというのが、かなり比較をしたときにどう

なんかというような気がするんですね。かなり安芸高田市の消防の場

合は、職員体制というのはかなり絞って頑張ってきてもらった経緯が、

先ほど入本議員からもあったようにあるんですね。そういった総合的

な観点から見るべきこれは中身なんですね。ですから具体的に質問と

いうのは、その類似団体の給与体系と職員の数というのは、平行して

同じように比較できるような状況にあるのかないのか。これがまず１

点ですね。 

          ２点目は人事院勧告というふうに言われますけども、人事院勧告と

いうものに合わせていくということになれば、本当に削減というのが

必要なのかどうかということですね、これは３月の議会に戻るような

話になりますけども。それをもう１点確認したいということ。 

さらには３点目は、広域合併も視野に入れたそういう議論をされた

結果、こういう号級の問題も含めて、人員体制の問題も含めて検討さ

れてきておるのかどうか、この３点を再度お聞きします。 

◯松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 

◯新川総務部長   こうした職員対応等の関係であろうかと思いますが、ご指摘いただ

きますように類似団体等につきましても、それぞれのそうした団体で

は分駐所を持ちながら、努力をされておるというのも実態も見えてお

るというような状況でございます。今日の財政ではそうしたやはり

個々の対応の中で、改革に向けたアイデア等の必要性も出てくるんで

はないかなというように思っております。幸いにしてそうした状況に

つきましては、安芸高田市のそうした消防本部体制、消防署の体制に

つきましてはですね、長年の経過でありますけども、そうした改革の
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中で進んでいただいておるという状況にあるんではなかろうかと思っ

ております。 

          それと人事院勧告が出されたということの内容でございますけども、

私の方のそうした説明不足等もございますけども、当然人事院勧告と

いうのが昨年度、一昨年度出されておりますけども４．８％の減額措

置をされておりますけども、国は４．７を下げて給料表自体を全部変

えておるという状況でございます。当然そこの条文１項の中には、そ

の現在人事院勧告前に支給されておる給与の額につきましては、現給

補償をする制度がございます。その制度を利用させていただいて、そ

の職務に対応した号級の職員の不利のないような方法を、このたび取

らさせていただいとるのが現状でございます。 

それと確かに広域合併に向けた現在そうした消防等の動きもされて

おると、いうことも聞かせていただいております。これはまだ具体的

な状況等にもございませんけども、今後のこうした大きな広域消防の

ですね、合併ということがですね、出てくるというように考えており

ます。そういう状況につきましては、市としてのそうした消防体制が

どういうようであるかというのは、今後の大きな課題ではあるんでは

なかろうかというように認識をいたしております。 

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          ここで休憩いたします。 

 １１時２５分まで、休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １１時１２分 休憩 

午前 １１時２５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   休憩を閉じて会議を再開いたします。 

ただいまの熊高議員の質疑に、答弁漏れがあったということで、総

務部長の答弁を求めます。 

新川文雄君。 

◯新川総務部長   質疑３点の中で私の方から概要等のご説明をさせていただきました

が、もう少し細部にわたりまして消防長の方から３点につきまして、

ご説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

◯松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

          消防長 竹川信明君。 

◯竹川消防 長   ３点につきまして、消防の私の方からご説明をさせていただきます。 

          順が不同になると思いますけども、お許しをいただきたいと思いま

す。 

          人員的な状況でございますけども、現在消防吏員が５０名、その他

の職員が２名の定数５２でございます。現人員４９ということで消防
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吏員が３名の欠ということで、実員がそうなっております。 

採用につきましては、前年採用を欠員補充でさせていただきました

けども、３名の採用をみたところですが１名が辞退をし、２名の採用

で現在消防学校に入っております。 

今年度につきましては、先ほど市長が申されたように欠員補充とい

う形の中で、将来を展望しながら細部の人員等の協議を進める予定で

進めております。採用については決定をしていただいておるところで

ございます。 

それから給料表につきまして、先ほど来ございましたけども消防の

我々を含めて、いろんな角度での協議をいたし、人勧あるいは総務部

長が申しておりましたように、整合性を図るという等の意味での給与

の級の格付等々を精査いたし、このように協議を済ませたところであ

ります。 

次に広域合併の関係でございますけども、広域合併につきましては

法律が制定されたということで、新聞等にも出ておりましたけども、

今年度が全国もちろん広島県もそうですが、県が大きな枠組みを示す

ということで、今年度作業に入っとるようでございますが、まだ具体

的な動きとしてはございません。したがって私どもも今年度のこうい

う状況を見ながら、市当局今後の消防体制をどういうように考えてい

くんかということの中で、広域合併の協議をさせていただく予定で進

めていきたいと、このように考えておるところでございます。 

基本的には従前、市町村の合併前に広域合併の話が消防で出ており

ました。それを踏襲をしたいというような考えのようでございます。 

以上、状況説明あるいは現状説明にさせていただきます。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

ほかに質疑ありませんか。 

〔質疑なし〕 

◯松 浦 議 長   質疑なしと認め、これをもって質疑を終結したします。 

          お諮りいたします。 

          本件は委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議あり〕 

◯松 浦 議 長   暫時休憩します。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １１時２９分 休憩 

午前 １１時３２分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

本件は委員会の付託を省略することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

起立多数であります。 
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よって、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

〔討論なし〕 

◯松 浦 議 長   討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

          これより承認第１号、専決処分した事件の承認について、安芸高田

市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の件を起立に

より採決いたします。 

 本件は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

◯松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり承認することに決定をいたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第９ 承認第２号 専決処分した事件の承認について【平 

成１８年度安芸高田市一般会計補正予算（第８号）】 

◯松 浦 議 長   日程第９、承認第２号、専決処分した事件の承認について、平成１

８年度安芸高田市一般会計補正予算（第８号）の件を議題といたしま

す。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   承認第２号でございます。専決処分した事件の承認についてでござ

います。平成１８年度安芸高田市一般会計補正予算（第８号）。 

本件は、既定の歳入歳出予算の総額に変更はなく、歳入予算の組み

替えをいたしたものでございます。 

 歳入につきましては、地方譲与税５８万５千円、配当割交付金２５

９万１千円、株式等譲渡所得割交付金３４７万８千円、地方消費税交

付金９８０万２千円、自動車取得税交付金２３５万６千円、地方交付

税２，１１８万７千円、交通安全対策特別交付金２万６千円をそれぞ

れ追加し、利子割交付金４３万４千円、ゴルフ場利用税交付金１４３

万５千円、繰入金２５万６千円、市債３，７９０万円をそれぞれ減額

するものでございます。 

 次に、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越

して使用できる事業として、２事業、２，２６９万 1 千円の繰越明許

費の追加及び変更をするものでございます。 

 また、地方債の補正につきましては、その借入限度額を、３５億９，

９２０万円と定めるものでございます。 

          よろしく審議を賜りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

          この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 

◯新川総務部長   それでは承認第２号の要点の専決処分した事件の承認について要点
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のご説明をいたします。 

まず今回の補正につきましては、地方譲与税また交付金、交付税等

の額及び起債の枠配分が３月末に確定いたしましたことから、専決処

分により予算補正したものでございます。 

まず予算書に基づきましてご説明をいたします。８ページをお開き

いただきたいと思います。歳入でございますが、２款の地方譲与税、

１項の所得譲与税は４千円の増額で、補正後の予算額を２億４，７９

６万４千円とするものでございます。 

次に２項の自動車重量譲与税は１６４万８千円の増額で、補正後の

予算額を２億２万３千円とするものでございます。３項の地方道路譲

与税は１０６万７千円の減額で、補正後の予算額を６，８８３万３千

円とするものでございます。 

９ページをお願いいたします。３款の利子割交付金でございますが

４３万４千円の減額で、補正後の数値につきましては１，２１４万２

千円でございます。 

４款の配当割交付金につきましては２５９万１千円の増額で、補正

後の予算額を１，２００万１千円とするものでございます。 

５款の株式等譲渡所得割交付金につきましては３４７万８千円の増

額で、補正後の予算額を９４６万９千円とするものでございます。 

１０ページをお開きいただきたいと思います。６款の地方消費税交

付金でございますが９８０万２千円の増額で、補正後の予算額につき

ましては３億２，８２１万５千円でございます。 

７款のゴルフ場利用税交付金は１４３万５千円の減額で、補正後の

予算額を３，３７３万７千円とするものでございます。 

８款の自動車取得税交付金２３５万６千円の増額で、補正後の予算

額は１億５，８８８万６千円でございます。 

１１ページをお願いいたします。１０款の地方交付税は特別交付税

の確定によるもので、２，１１８万７千円を増額し、補正後の地方交

付税の予算総額は９１億２，０８６万９千円でございます。 

１１款の交通安全対策特別交付金は、２万６千円の増額で、補正後

の予算額を７３６万７千円とするものでございます。 

１８款の繰入金、３項の基金繰入金は、財政調整基金繰入金を２５

万６千円減額するものでございます。 

１２ページをお願いいたします。２１款の市債につきましては起債

の枠配分の確定に伴うものでございまして、１目の総務債は２７０万

円、４目の農林水産業債を８０万円、５目の土木債を３，４７０万円、

６目の消防債を５２０万円、７目の教育債を６０万円、ぞれぞれ減額

いたしまして、１１目の災害復旧債を６１０万円増額するものでござ

います。 

続きまして１３ページの歳出でございます。歳出につきましては、

補正の増減はなく、いずれも起債額の枠配分の確定に伴いまして、財
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源の組み替えをそれぞれ行うものでございます。 

２款の総務費、１項の総務管理費につきましては、無線アクセス整

備事業の美土里町旧跡地整備事業、及び、第２庁舎・総合文化施設整

備事業に係る財源組替をいたしたものでございます。 

続きまして６款の農林水産事業費でございますが、１項の農業費は、

県営事業負担金に係る財源の組み替えを行うものでございます。 

１４ページをお願いいたします。８款の土木費、２項の道路橋梁費

につきましては、道路整備事業に係ります財源の組み替えでございま

す。 

５項の住宅費は、住宅整備事業に係ります財源の組み替えを行って

おります。 

９款の消防費、１項の消防費は、分駐所事業に係る財源の組み替え

でございます。 

１５ページをお願いいたします。１０款の教育費、６項の保健体育

費、給食センター配送車整備に係ります財源の組み替えを行っており

ます。 

１１款の災害復旧費、２項の土木施設災害復旧費は、現年災害復旧

事業に係ります財源の組み替えを行っております。 

次に４ページに戻っていただきたいと思います。繰越明許費の補正

でございます。追加及び変更をさせていただいております。 

国庫補助事業によります市場宮ノ城線道路改良事業の繰越額を、１，

４５１万１千円に変更いたしまして、県営事業の繰越に伴います、県

委託急傾斜地崩壊対策事業・八千代町下土師地区の災害関連緊急傾斜

地崩壊対策事業県負担金を８１８万円、翌年度に繰り越すものでござ

います。 

続きまして５ページをお開きください。 

地方債の補正でございますが、起債の最終枠配分の決定によりまし

て、総務事業債を２７０万円減額、また減額いたしまして１４億２０

７０万円に、農林水産事業債を８０万円減額し、１億３，８００万円

に、土木事業債を３，４７０万円減額し、３億１，８５０万円に、消

防事業債を５２０万円減額し、１億６，３６０万円に、教育事業債を

６０万円減額し、１，３００万円に、災害復旧事業債を６１０万円増

額いたしまして、２億５，８１０万円といたしまして、平成１８年度

での地方債の借入限度額を３５億９，９２０万円と定めるものでござ

います。 

以上で要点の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○松 浦 議 長   以上で要点説明を終わります。 

          これより質疑に入ります。 

          質疑ありませんか。 

○入 本 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １５番 入本和男君。 
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○入 本 議 員   １０ページのですね、ゴルフ利用税がこの時期になぜ減額する理由

を具体的に伺いたいと思います。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   ゴルフ場利用税交付金につきましては、県が導入いたしましたゴル

フ利用税の１０分の７相当分をゴルフ所在市町村の方に交付されたも

のでございます。今回県の方もこうしたゴルフ利用税の総額的な調整

をさせていただいて、本市の方にこうした減額措置をいただいたもの

でございます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   １５番 入本和男君。 

○入 本 議 員   本来なら本市においてですね、このたび９月に大きな大会があるの

にこういう減額というのは、行政としても、たばこ税よりかこちらの

方が私は愛煙家として言うのもおかしげな話なんですが、こちらの方

のウエイトが高いんではなかろうかと思うんですよね。高い方が好ま

しいと、そういう中でですね、やはり一般質問等にも出とりましたけ

ど、観光とかですね、その中にもやっぱり取り込むという行政の姿勢

が現れてないこの数字ではないかなと、安易に組んであわやこの時期

にですね、こういう減額をされるというのが非常に不可解な感じがす

るんですけど、やっぱりある施設を利用することによって、増税とい

うのも一つの施策ではなかろうかと思うわけなんですが、その点と、

それから財源組替と言われるのはわかるんですが、財源をなぜこのよ

うに組み替えられたか、その組み替えられた理由を説明をお願いした

いと思います。 

○松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   確かに本市の中におきましても、ゴルフ場の場所につきましては２

カ所ございます。そういうような観点から今回等も女子オープンとい

う大きな大会等がございますので、そうした大会をですね、契機とさ

せていただいて、安芸高田市のある程度のブランドの高さというもの

が満たされるんではなかろうかというように思っとります。先ほどの

ご指摘のことにつきましては、総合的ないろんな計画立案の中でです

ね、それぞれがそうした思いの中で大会実施等というのが考えでは一

番いいんではなかろうかというふうに考えとります。それと今回の財

源につきましては、主なものにつきましては、起債の内容であろうか

と思っとります。ご承知いただきますように３月補正におきましては、

事業費の方につきましても今回は災害等の非常に査定段階等もありま

して、全体事業費を固めるということが非常になかなか難しいという

状況もございました。そういう観点の中からこのたび最終の調整をさ

せていただいたところでございます。それと今回の予算措置といたし

まして、対象事業を本債のほかに調整債と言いましょうか、財源対策
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債、交付税措置をですね、ある程度５０％から８０％ぐらい措置して

いただくものを計上いたしておりますが、政府資金でございます一般

公共事業債がやはり３月末の確定によるということで、こうした時期

の中でさせていただいたということでございます。１８年度からこの

起債の申請から許可制に、許可制からですね協議制に変わってきてお

ります。これは市のそうした借入金の主体制という観点からそういう

協議制に変わっとりますますので、例年年度末の２月に行われており

ました、本債のどう言いましょうか、最終調整の起債のヒアリングと

いうものが廃止をされました。そういうことで今回このように財源の

振り替えをですね、させていただいたところでございます。起債の先

ほどご説明をさせていただきましたけども、今回のこうした起債の借

入限度額等につきましても、３５億９，９２０万円という多額の今年

度中の起債の申し込みをさせていただいております。当然交付税措置

されます有利性の観点からですね、こうした起債の発行もさせていた

だいておりますので、その点ご理解をいただきたいと思っています。

よろしくお願いします。 

○松 浦 議 長   答弁を終わります。 

          ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑はないようでございますので、これをもって質疑を終結いたし

ます。 

          お諮りします。 

          本件は委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議

ございませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

          これより討論に入ります。 

          討論ありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認めます。 

          これをもって討論を終結いたします。 

          これより承認第２号、専決処分した事件の承認について、平成１８

年度安芸高田市一般会計補正予算（第８号）の件を起立により採決い

たします。 

          本件は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり承認することに決定をいたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１０ 承認第３号 専決処分した事件の承認について 

【安芸高田市税条例の一部を改正する条例】 
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◯松 浦 議 長   日程第１０、承認第３号、専決処分した事件の承認について、安芸

高田市税条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   承認第３号、専決処分した事件の承認について、安芸高田市税条例

の一部を改正する条例でございます。 

本件は、国において地方税法等の一部が改正され、本年４月１日に

施行されたことに伴い、平成１９年３月３１日をもって安芸高田市税

条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第１７９条第１

項の規定に基づき、専決処分をしたものでございます。 

 よろしくご審議を賜りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

市民部長 平下和夫君。 

◯平下市民部長   それでは承認第３号の改正の要点をご説明申し上げます。 

          案についております説明資料に基づいてご説明を申し上げます。 

          このたびの改正は特例措置の期間の延長や法改正による文言整理が

多くて、市民の納税に大きく影響するものはございません。 

          それでは第１ページ、資料の１ページ目からご説明申し上げます。

第２３条第１項の改正ですけども、これは法人税の法人税割額の課税

対象を追加する改正で、特定目的信託の引き受けを行う個人が新たに

対象となりました。 

          次に第２３条第２項、３項第３１条、附則第１７条の２、附則第１

９条の２は法改正による文言整理等であります。附則第１９条の３、

附則第２０条、附則第２０条の４は特例措置の期間の延長であります。 

          それから２ページ目、附則第２０条の５は条約相手国の居住者が、

その国の社会保障制度へ支払った保険料を、その年の総所得金額から

控除する制度を新たに設けたものであります。 

          次に固定資産税関係でありますが、附則第１０条の２第４項第５項

は、法改正による文言整理であります。附則第１０条の２第６項は、

住宅のバリアフリー改修を行った場合に、翌年度の固定資産税を３分

の１に減額する制度が設けられました。これに基づいてその申告手続

きについて、新たに設けられたものでございます。制度の内容につき

ましては、説明資料に記載してありますとおりですので、ご一読を願

いたいと思います。 

          附則第１１条の３は、複合利用鉄軌道用地の評価方法について新た

に規定が設けられたものでありますが、本市には該当するものはあり

ませんが、鉄道の上に要するに軌道の上にビルが建っているもの、ま

たは建物が建っているもの等の評価でございます。 

          ３ページをお願いいたします。特別土地保有税関係でございますけ

ども、法改正による文言整理であります。本市におきましては該当が
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ございません。 

          次にたばこ税の関係ですけども、昨年改正したたばこ税の税率は附

則第１６条の２に規定をしておりましたけども、今回附則を廃止し、

第９５条の本則に移行したものでございます。なお、施行期日は附則

第１７条の２を除き平成１９年４月１日であります。なお、附則第１

７条の２は平成２０年４月１日でございます。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

          これより質疑に入ります。 

          質疑ありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたしま

す。 

          お諮りします。 

          本件は委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   異議なしと認め、委員会の付託を省略いたします。 

          これより討論に入ります。 

          討論ありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

          これより承認第３号、専決処分した事件の承認について、安芸高田

市税条例の一部を改正する条例の件を起立により採決いたします。 

          本件は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり承認することに決定をいたしました。 

この際、１３時まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １１時５８分 休憩 

午後  １時００分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   それでは時間が参りましたので、休憩を閉じて会議を再開いたしま

す。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１１ 承認第４号 専決処分した事件の承認について 

【安芸高田市国民健康保険税条例の一部を改正す 

る条例】 

◯松 浦 議 長   日程第１１、承認第４号、専決処分した事件の承認について、安芸

高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を議題といたし
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ます。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   承認第４号、議案名が専決処分した事件の承認について、安芸高田

市国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。 

本件は、国において国民健康保険法の一部が改正され、本年４月１

日に施行されたことに伴い、平成１９年３月３１日をもって安芸高田

市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治

法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分をしたものでございま

す。 

 よろしく審議をいただきたいと思います。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

          この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

          市民部長 平下和夫君。 

◯平下市民部長   それでは承認第４号の国保税条例の改正について、ご説明申し上げ

ます。添付しております説明資料に基づいてご説明申し上げます。説

明資料の裏面をご覧ください。 

          これは基礎課税額いわゆる医療分の課税限度額の改正であります。

改正前が５３万円、これを５６万円に改正するものでございます。な

お、施行期日は平成１９年４月１日となっております。 

          上段の第２条第２項につきましては、所得の多い方の減額それから

１３条第１項につきましては、家族の構成員の多い場合の減額といっ

たものの規定でございます。 

よろしくご審議のほどお願いします。 

◯松 浦 議 長   以上で要点説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

          質疑はございませんか。 

◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番 熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   ３万円の引き上げということですが、これによっての影響というの

はどのように考えておられるのか、お聞きしたいと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

          市民部長 平下和夫君。 

◯平下市民部長   平成１８年度におきましては、６１世帯が該当しております。１９

年度はこれはあくまでまだ推測の段階でございますが、７８世帯が該

当するものと思われます。該当する世帯割の比率につきましては、大

体１％程度あろうというふうに推定をいたしております。 

以上です。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          ほかに質疑ございませんか。 

          １１番 藤井昌之君。 
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◯藤 井 議 員   ２、３お伺いしたいと思います。先月の５月の３０日に国民健康保

険運営協議会が行われまして、そこでも協議をされ、その答申が承諾

されましてその答申を市長の方へされたわけでございます。私も実は

国保運営審議会協議会の委員でございまして、議会からは公益という

ことで６名が協議会の委員になっております。今回この国民健康保険

税の条例の一部改正ということで、引き上げになるわけですけども、

協議会等でもいろいろと国民健康保険の財源の説明もございました。

基金も取り崩さなくてはいけない、しかし底をついておるというよう

な状況でございまして、しかしその協議会そのものをみてみますと、

議会から二人ほど質問があっただけで、他の委員からは何も質問がな

かったと、委員の構成は医師会なり被保険者なりいろいろございまし

て、２０名から構成されとりますけれども、こういった国民健康保険

税の税の改正ということで、その協議会そのもの自体が質問がないと

いうことに対してどのように協議会を受け止めておられるか、いう点

についてお伺いしたいと思います。 

          それからバブルが崩壊いたしまして、やっと景気が上向いてきたと

このように政府の方も言われておりますけれども、我々庶民の感覚と

しては、そういった景気がよくなったという実感というものはないわ

けです。さらにサラリーマン等においては給与等が下がるという状況

でございますし、さらには定率減税等の廃止等によって税の負担がで

すね、まさしく大きくなっているわけでございます。そういった中で

税の税条例の改正ということでございますけれども、基金も先ほど申

し上げたように、底をついてるということでございますが、私は一般

会計から足らずの部分は充当すればいいんじゃないかなというふうに

思っております。充当することが果たして法的に可能であるかどうか、

ということも合わせてお伺いしたいと思うわけでございます。 

          また３点目でございますけれども、先ほども申し上げましたように

公益ということでこの議会から６名参加しとります。この後の議案の

第５４号だったと思うんですけども、ここへ国民健康保険税条例の改

正ということで、文教厚生常任委員会へ付託ということでございます。

しかし、今申し上げましたようにこの議会から６名出とりまして、６

名のうち４名が文教厚生常任委員会の委員なんですね。４名が７名の

うち文教厚生常任委員会ですね、７名のうち４名が国保運営協議会の

委員であってそれがこの後委員会へ付託されると、果たして公正公平

なそういった審議ができるのかなという疑問が一つあるわけでござい

まして、この件につきましては、以前議員からもいろいろの協議会審

議会の委員に議会選出で、加わることは改めんといけんのんじゃない

かという、各課からこういうご意見もありましたが、まだいまだ議会

の中でもそういった議論もされていないわけでございますし、執行部

としてもですね、そこらあたりのとらえ方、果たしてこういった体制

がですね、本当に十分な国民健康保険加入者に対して、こういった審
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議がきちっとできるのかどうかという部分についてお伺いしたいと思

います。 

          また先ほども申し上げましたように、議会の中でも今までそういっ

た提案がなされ、いまだに協議もされていないわけでございまして、

改めてですね、議会の方に対してもですね、この場で妥当であるか妥

当でないのかという部分はあるかもわかりませんけども、議長ないし

事務局長の方へもですね、しっかりと審議をしていただきたいという

ことを申し入れさせていただきたいと思います。こういったことが不

適当であるということであれば、また後ほど撤回をさせていただきた

いと思いますが、以上３点について執行部の方からのご意見を賜りた

いと思います。 

◯松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

          市民部長 平下和夫君。 

◯平下市民部長   はい。大変答弁に難しいご質問だと思いますけども、協議会の運営、

最初に言われました協議会の運営とそれから３番目に言われました、

委員会の委員の選任といったことにつきましては、また福祉保健部長

との方とも協議をしながらまた回答をしたいと思いますけども、２点

目に言われました景気の回復感がない中で、国保の限度額が上がると

いったことで、確かに納税者の皆さんにはご迷惑をおかけするといっ

たことは承知しております。 

それでこれにつきましては、５４号の議案でも出ますけども、税率

等の改正それはまた平等割、均等割についても福祉保健部の担当部署

と、それから市民部の担当部署が幾度となく協議をした結果で、これ

はやむを得ないと基金も今まで３年間据え置いたという状況の中でこ

れも先を見越すと、例えば３段階の階段を上がるのにじゃあ２年ほど

今の状態でいって基金を食いつぶして、３年目に一気に３段かけ上が

るのかといった議論もございました。しかしながら、もう例えば長期

的に１０年２０年いうことは考えられませんけども、少なし３年４年

のスパンでものを考えますと、今上げていくのはやむを得ないという

担当者の判断をいたしました。そうした中で、確かに景気の回復感も

自分自身もそう思っておりますけども、所得も該当する家族の所得も

伸びてはおりますけども、それほど特段の伸びではございません。し

かしながら、ご指摘のように定率減税等の廃止等で収入の増はござい

ませんけども、課税の対象となるものは増えてくるといった現象が出

ておるのは、当然そういう感覚は持っております。それとしかしなが

ら先ほどご指摘がありましたように、一般会計の方からじゃあすべて

をくれるのかと言いますと、それについてもこれも将来的には行き詰

るんではないかというふうに思っております。ですから大変納税者の

皆さんには申しわけございませんけども、応分の負担というものをお

願いをせざるを得ないというふうに思っております。またこれにつき

ましては、この限度額の上げるといっただけでなくて、次に出てきま
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す議案の中でもこういった議論はしっかりしていきたいというふうに

思っております。 

          あと先ほど言いましたように、協議会の運営等につきましては廣政

部長の方からお答えをさせていただきます。 

◯松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

          廣政福祉保健部長。 

◯廣政福祉保健部長   国保の国民健康保険の運営の協議会の件にご質問をいただいたと思

いますけども、ご承知のようにこの運営協議会につきましては、国民

健康保険法に基づきまして、各市町ともこの運営協議会を設置すると、

一つの義務付がございます。それに伴いまして本市におきましても、

この安芸高田市健康保険条例というものを定めまして、これに基づき

まして、先ほどご質問いただきましたように被保険者を代表する委員、

また保険医また保険薬剤師を代表する委員６名、公益を代表する委員

を６名、被用者保険等保険者を代表する委員として２名、大体２０名

の委員で構成をされております。この運営協議会の一つの目的はこの

国保が、国民健康保険がいかに運営をしていくかと、いう一つの大き

な協議をしていただくという協議会、基本的にはそういう形をこじつ

けておりますけども、原則的には新年度の予算またそれに伴います再

算定等のこの税の見方、また決算等のご報告を申し上げております。

この当然そうした一つの法の中の一つの委員会でありますので、意見

がないという一つの形でございますけども、事務局としましては一応

１８年度の決算概要、また１９年度以降の考え方というのはご説明を

させていただきました。また後のこの条例改正ともございますが、そ

ういった時点で当然意見が活発にないということになりますれば、ま

たその中での運営のあり方が私どもの運営のあり方が悪いのか、また

その説明状態が悪いのか、その選出の仕方が悪いのか、そこらの方は

今後の課題だとこのように考えております。２年に一度ということも

ありますので、そういった点も今後考えさせていただきます。公益を

代表するという、大体合併前には大体議会の方から選出をしていただ

いとるのが、恒例であろうと思いましたので、そういった恒例に基づ

いた選出だとそういうように考えております。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          先ほど委員の方から議長と局長にも質問がございました。委員のあ

り方とか・・・これは議会の中で選出していただいて構成していただ

いてますので、ただそのことが今ご指摘いただいたようなことで、不

都合とかそういうことがあれば、これは皆さんにやっぱり諮らせてい

ただかなきゃいけないことじゃないかと思います。これは一応今日そ

ういう質疑が出たということ、受け止めておきたいというふうに思っ

ております。 

          ほかに質疑はございませんか。 

          １１番 藤井昌之君。 
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◯藤 井 議 員   議会からの委員の選任ということで申し上げときますが、別に質疑

をしたわけではございません。申し入れということでこういったこと

は各議会からもそういう提案がなされとりながら、議会では協議をさ

れずに今日まで来ているということでございますので、もう既に先ほ

ども申し上げましたように、委員会付託この国民健康保険税条例の税

率等による改正もいわゆる委員会付託されるわけですね、その中で委

員会が７名の中で４名が、いわゆる国保運営協議会の委員になってる。

そこで運営協議会の方へ諮問されて、議会から承認した場合ですね、

これ本当にその常任委員会で付託された案件が公平正当に、我々は協

議できるかどうかいうことを問うてるわけでございまして、そこはや

はり真摯に受け止めていただきたいということで、申し入れをさせて

いただいたわけでございます。 

部長の方からもいろいろ説明がございました、一般会計から充当し

てはどうかということでございますが、これもいずれは行き詰るとい

うご答弁がございました。ということは、私は冒頭お伺いした法的に

も触れないという解釈でいいんではなかろうかと思います。基金が底

をつく、安芸高田市も合併して４年目に入ったわけですけれども、こ

の基金も高齢化社会の中でいわゆる医療費が右肩上がりで、基金が最

終的には底をついてくるというのは、私はもう以前から見込まれたそ

ういう試算ではないかと思うんですね。これは合併以前の問題でござ

いますけれども、この国民健康保険の基金がですね、いわゆる取り崩

されている、合併前ではこの基金は市により集めようということでし

てるわけですが、そういった基金も取り崩されて、それが国保は加入

者だけへの還元でなくして、一般市民にも還元されてるという、こう

いった経緯もあるわけでございまして、しからば私は先ほど申し上げ

たように一般会計から充当してですね、今この景気の悪いときにです

ね、国保税を改正するというのはいかがであるかということで、ご質

問をさせていただいたわけでございます。改めてそこらあたりのご答

弁をお願いしたいと思います。 

◯松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          市民部長 平下和夫君。 

◯平下市民部長   一般会計からの投入というご質問でございますが、今既に行ってお

りますのは、保険基盤安定でくれたのもございます。それをじゃあど

こまで膨らましていくんかといったことになりまして、それは一般会

計の方の財務当局と協議をしないと将来的にどうするかということに

ついては、今検討をさせていただきたいというように思いますけども、

基本的にはやはり基金も１９年では７千約５百万程度しか残らないと

いった状態になります。これをさらに２０年度で繰越金がどの程度出

るかはわかりませんけども、約１億程度ぐらいしかなくなるんではな

かろうかというふうに思っております。そうして２０年度につきまし

てもそういった基金を投入して、どこまで押さえられるのか、または
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その財源をどこに設けるかといったことについては、市民部だけでは

なくていろんな各部署の総務部、福祉保健部、そこらあたりと協議を

して少しでも負担のない方法は検討いたしますけども、やむを得ず納

税者の方にご無理をお願いするという事実が出てくるということは、

間違いございませんのでこの点だけはご理解いただきたいというふう

に思っております。 

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          ほかに質疑ありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 

          お諮りいたします。 

          本件は委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   異議なしと認め、委員会の付託を省略いたします。 

          これより討論に入ります。 

          討論ありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

          これより承認第４号、専決処分した事件の承認について、安芸高田

市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を起立により採決い

たします。 

          本件は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり承認することに決定をいたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１２ 承認第５号 専決処分した事件の承認について 

【平成１９年度安芸高田市老人保健特別会計補正 

予算（第１号）】 

◯松 浦 議 長   日程第１２、承認第５号、専決処分した事件の承認について、平成

１９年度安芸高田市老人保健特別会計補正予算（第１号）の件を議題

といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   承認第５号、専決処分した事件の承認について、平成１９年度安芸

高田市老人保健特別会計の補正予算（第１号）でございます。 

本件は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、６，６

６０万６千円を追加し、予算の総額を５３億５，６６４万円とするも

のでございます。 
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歳入につきましては、国庫支出金が５，７５０万５千円、県の支出

金が９１０万１千円をそれぞれ追加するものでございます。 

          歳出につきましては、諸支出金５，０９７万２千円、前年度の繰上

充用金１，５６３万４千円をそれぞれ追加するものでございます。 

よろしく審議を賜りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   これをもって、提案理由の説明を終わります。 

          この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

          福祉保健部長 廣政克行君。 

◯廣政福祉保健部長   承認第５号、平成１９年度安芸高田市老人保健特別会計補正予算（第

１号）につきまして、要点のご説明を申し上げます。 

          本案は平成１８年度安芸高田市老人保健特別会計の当該年度におけ

ます歳入に１，５６３万３，４２５円の不足が生じたため、地方自治

法施行令第１６６条の２の規定によりまして、平成１９年度老人保健

特別会計の歳入を繰り上げてこれに充てるものでございます。 

          歳入でございますが、６ページからご説明をいたします。 

          ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目医療費負担金、２節過年度

分の５，７５０万５千円でございますが、これにつきましては平成１

８年度分の医療費にかかります国庫負担金の清算分でございます。 

          次に３款県支出金、１項県負担金、１目医療費負担金、２節過年度

分の９１０万１千円につきましても、平成１８年度分の清算によりま

す増額分でございます。 

          続いて歳出でございますが、７ページをお願いいたします。３款諸

支出金、１項償還金、１目還付金、２３節の償還金利子及び割引料の

１，６２９万４千円につきましては、平成１８年度分の医療費に対し

ます社会保険診療報酬支払基金からの交付金の清算に伴う還付金でご

ざいます。 

          続いて同じく諸支出金の２項繰出金、１目一般会計繰出金、３，４

６７万８千円は安芸高田市負担分として、平成１８年度一般会計から

の繰り出し金を清算いたしまして、超過分を一般会計へ還付するもの

でございます。 

          続いて５款前年度繰上充用金は１目前年度繰上充用金、２２節補償

補填及び賠償金の１，５６３万４千円につきましては、これをもって

冒頭申し上げました前年度の歳入不足を清算するものでございます。 

          以上要点のご説明を終わります。 

◯松 浦 議 長   これをもって、要点説明を終わります。 

          これより質疑に入ります。 

          質疑ありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたしま

す。 

          お諮りします。 



 36 

          本件は委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   異議なしと認め、委員会の付託を省略いたします。 

          これより討論に入ります。 

          討論ありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認めます。これで討論を終結いたします。 

          これより承認第５号、専決処分した事件の承認について、平成１９

年度安芸高田市老人保健特別会計補正予算（第１号）の件を起立によ

り採決いたします。 

          本件は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり承認することに決定をいたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１３ 承認第６号 専決処分した事件の承認について 

【平成１８年度安芸高田市特定環境保全公共下水 

道事業特別会計補正予算（第５号）】 

◯松 浦 議 長   日程第１３、承認第６号、専決処分した事件の承認について、平成

１８年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算

（第５号）の件を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   承認第６号、議案名が専決処分した事件の承認について、平成１８

年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第５

号）でございます。 

 本件は、既定の繰越明許費の変更を行ったもので、施設建設費の２

事業の繰越明許費の限度額を１億２，３７２万１千円とするものでご

ざいます。 

          よろしく審議を賜りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   これをもって、提案理由の説明を終わります。 

          この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

          建設部長 金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   それでは承認第６号、専決処分した事件の承認についての要点のご

説明をさせていただきます。 

          平成１８年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正

予算（第５号）の２ページ目をお願いいたします。 

          このたびの補正につきましては、八千代処理区におきまして北原地

区の管渠工事におきまして、同地区での八千代浄化センターの工事や

簡易水道事業の施設の増水工事等によりまして、工事迂回路等の調整
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など時間をとった関係で繰り越しを予定させていただいておりました

が、そのうち一部工事を平成１８年度内に発注することができたこと

と、マンホールポンプ設置工事での制御盤の工事製作にかなり時間が

かかる見込みでありましたが、工場での製作ができたということなど

で年度内での生産がある程度できました。そのため繰越限度額の減額

補正をさせていただいたものでございます。額といたしましては、補

正前の額６，４００、これは八千代処理区特定環境保全公共下水道事

業で補正前の額６，４１０万円から１，２０７万９千円を減額してお

ります。また甲田処理区におきましては、ＮＴＴのマンホールポンプ

等の障害があり、工法等の検討に不測の時間を要し、年度内完了がで

きなくなったことから、このマンホールポンプ工事の分を繰り越しを

させていただくこととしたものでございます。額といたしましては、

６，３５０万円補正前の額６，３５０万円に８２０万円を追加し、補

正後の額を７，２７０万円とさせていただいております。総額では補

正前の額１億２，７６０万円から３８７万９千円を減額し、補正後の

額を１億２，３７２万１千円とさせていただいたものでございます。 

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   これで要点説明を終わります。 

          これより質疑に入ります。 

          質疑ございませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたしま

す。 

          お諮りします。 

          本件は委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会の付託を省略いたします。 

          これより討論に入ります。 

          討論ありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

          これより承認第６号、専決処分した事件の承認について、平成１８

年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第５

号）を起立により採決いたします。 

          本件は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり承認することに決定をいたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１４ 承認第７号 専決処分した事件の承認について 



 38 

【平成１８年度安芸高田市農業集落排水事業特別 

会計補正予算（第５号）】 

◯松 浦 議 長   日程第１４、承認第７号、専決処分した事件の承認について、平成

１８年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第５号）の

件を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   承認第７号、専決処分した事件の承認について、平成１８年度安芸

高田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第５号）でございます。 

 本件は、繰越明許費の追加を行ったもので、下水道減債基金積立金

の繰越明許費の限度額を４４６万円とするものでございます。 

          よろしく審議を賜りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   これをもって、提案理由の説明を終わります。 

          この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

          建設部長 金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   承認第７号、専決処分した事件の承認についての要点のご説明を申

し上げます。 

          平成１８年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第５

号）の２ページ目をお願いをいたします。 

          このたびの補正につきましては、平成１８年度入江地区農業集落排

水事業の管路工事の一部工事について、平成１９年度への繰越事業と

して実施しておりましたが、この事業に対しまして国の公金の一部が

平成１９年度において歳入となります。したがいまして、この事業で

の下水道事業債への元利償還に充てます、下水道減債基金への積立金

につきましても一部繰越の必要が生じました。そのため専決をさせて

いただいたもので、補正の追加額といたしましては、総務費の総務管

理費で下水道事業、下水道減債基金積立金で４４６万円でございます。 

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   以上で要点説明を終わります。 

          これより質疑に入ります。 

          質疑ございませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

          お諮りします。 

          本件は委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会の付託を省略いたします。 

          これより討論に入ります。 

          討論ありませんか。 

〔討論なし〕 



 39 

○松 浦 議 長   討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

          これより承認第７号、専決処分した事件の承認について、平成１８

年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第５号）の件を

起立により採決いたします。 

          本件は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり承認することに決定をいたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１５ 議案第５４号 安芸高田市国民健康保険税条例の 

一部を改正する条例 

◯松 浦 議 長   日程第１５、議案第５４号、安芸高田市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の件を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第５４号、安芸高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例でございます。 

本案は、 国民健康保険税の基礎課税額の税率について、改正するも

のでございます。 

          このたびの改正は、合併以来、繰越金及び基金の運用により急激な

税負担の増加を避けるよう努めてまいりましたが、これらの資金も

年々減少する中で、今後の運営を考慮したとき、本年度におきまして

は繰越金及び基金を充てる中でやむを得ず税率の引き上げをお願いす

るものでございます。 

 なお、原案につきましては５月３０日に開催をいたしました国保運

営協議会に税率改正の諮問をさせていただき、慎重審議をいただき諮

問どおりの答申をいただきましたので、今回改正案の提出をさせてい

ただくものでございます。 

          よろしくご審議を賜りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   これをもって、提案理由の説明を終わります。 

          これより質疑に入ります。 

          質疑はありませんか。 

          １０番 熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   委員会付託ということでしょうし、担当部長の方の説明も委員会で

されるんでしょうけども、先ほども藤井議員からもあったように、５

月３０日の審議の状況、こういった状況の中でどういった意見が出て

おるのか、そういった点が一つと、合併以来こういう取り組みをして

きたという、こういう状況になるまでにどういった取り組みをしてき

たのか、こういったことはある程度見通すことはできたわけですね。

そういった状況の中で以前からいろいろ意見を申し上げておりました

が、こういった状況にならないための取り組みというのを、やはりす
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べきじゃないかというようなことがあろうと思うんですね。そういっ

た観点での取り組みはどうされたのか、あるいはこういった改正を今

後どのように見通して行かれるのか。この３点についてお伺いいたし

ます。 

◯松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

          福祉保健部長 廣政克行君。 

◯廣政福祉保健部長   先日ご諮問いたしまして、この協議会の内容でございますが、先ほ

ど藤井議員さんの方からもある程度の内容のご説明がございました。

ご質問はまず、新年度の税制見直しの一つの基本的な考え方の中で、

昨年は退職者数のこの数も見込んでの退職者と一般者の被保険者の対

象にした数値を上げておりましたけども、本年度は一般の被保険者の

数値に置き換えましてご説明を申し上げました。その差というもの２

億円程度ございまして、その差は何かということでございますが、退

職者の含めてない一般被保険者の税改正と申しますのは、一般退職者

につきましては被保険者の税率に従うという形になっておりますので、

そういった形で事務局としてはわかりやすく説明したつもりでありま

すが、その２億円の差というものが、まず不透明であるということを

ご指摘いただきました。 

          それともう１件につきましては、滞納の一つの件でございまして、

滞納のこの一つの徴収のあり方、この状況等もお聞きをいただいたと

こであります。 

          ３点目としましては先ほど所得、全般的にも国、国民の方も所得が

伸びておると言われておりますけども、この市民にとっての所得また

は固定資産税の状況等のご説明、伸び率とはどうなんかという委員か

らのご質問をいただいたとこであります。全般的にはそういった一つ

の主な形でご意見をご質疑をいただいたとこであります。 

          それと当然先ほどから出とりますように、合併時とその今後の今か

らの国保の一つの運営のあり方ということでありますが、委員会等で

もご説明をする必要があると思いますが、資料の方も用意をしとりま

すけども、実質的に医療費が伸びておる一つの要因としましては、高

齢化社会を迎えているということであります。大体高齢者に９０万弱

の年間当たりの医療費がかかっているということであります。そうい

った形の中でもある程度の伸び率というものは見とりまして、持ち寄

り基金の中で当初１億９，４５１万８千円程度積み立てをおろしまし

て、その安芸高田市合併の調整をさせていただいております。その中

でも持ち寄り基金が、９億１，９００万程度の持ち寄り基金がござい

まして、その中で税の方へ反映をする基金としましては、３億６，９

００万、３億７千万程度の基金を用意していただいたということであ

ります。１６年度より課税をするにあたりまして、取り崩しがですね、

その当時に１億９，４５１万８千円、先ほど申し上げましたが、それ

である程度調整をさせていただく。それで医療費の伸びと言いますと、
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ある程度この残りの基金も３年のうちで調整をして、なるべくなら税

を抑えてまいりたいという形の中、一つは一つの医療費をどのように

削減するかと、２つの大きな目的がございます。基金の運営としては

そういった形で対応をさせていただいております。 

１８年度につきましては、１７年度１８年度これにつきましては、

基金の取崩しまた繰越金の運用ということがございまして、１８年度

は国保税の方は据え置きをさせていただいた。ただし、介護保険料の

方は少々お願いをしたということであります。 

今後の一つの当然この件につきましては、今年度の新年度予算等で

もご質問をいただいておりますけども、いかにこの医療費を抑えてい

くかということであります。国の方もいろいろ制度等も改正をされて

おります。医療改革、医療制度の改革等でですね、いろいろ診療報酬

の見直し、また療養病床の転換また一つは生活習慣病との対応、これ

らの一つの形を具体的に今年度は挙げてまいりました。今後この本市

の医療費を見ますと、大体昨年も申し上げましていろいろ分析をせね

ばならんという形でですね、１８年度させていただきまして、大体生

活習慣病に関するというものが大体６割程度、この保健医療費に見込

まれるんじゃなかろうかという形であります。 

今年度につきましては、ある程度その特定健診またヘルスアップ事

業を一つのこれを重視して、今後この医療費の市民の健康増進保持を

支えてまいりたいと、大まかに申し上げましたがそういった形であり

ます。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          次に平下和夫市民部長、答弁を求めます。 

◯平下市民部長   それでは先ほど質問がございましたように、今から先がどういうふ

うに考えとるんかということのご質問がございましたけども、税の方

から言わせていただきますと、例えば基金、それから繰越金、これら

がほとんど望めないといった状況の中で、例えば医療費、それから国

の制度、そこの今の現状で推理したとすればですね、最終的に必要な

税率というのは所得に関係するものが８．４％、現行からいきますと

３％程度上げるようになるであろうと、それから資産割につきまして

は、現行が２５％ですけども３６．４％に上げるようになるであろう

と、１１．４０％の伸び率にしますと、それから均等割２万１千円か

ら２万８，８００円に上げると、それから平等割が２万円が２万４０

０円程度に上げるようになるであろうといった推測は立っております

けども、現実にこのしわ寄せが大体どこに行きますかと申し上げます

と、今７割減税、５割減税、２割減税、あわせて大体１９年度の推測

をしますと、５３．３％ぐらいはこの該当をするように、これ所帯で

いきますと５３．３％ぐらいの家庭にそういう減額の対象が来ると。

ということは逆に申しますと、後の４７％程度のところに、その今回

の改正の負担が行く可能性が非常に高いといったものも予測できます。 
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いずれにしましてもかかった費用に対しまして、収入それを補うの

が税でございますので、その割合が下がらない以上は、やはり皆さん

のご負担を今からもお願いするようになるであろうというふうな推測

はしております。 

以上です。 

◯松 浦 議 長   これで答弁を終わります。 

          ほかに質疑はございませんか。 

          １０番 熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   大まかな内容については理解できましたが、ただ１９年度はヘルス

アップ事業を取り組むというような計画もしてありますけども、それ

で現在医療費が県の平均より上の方へおりますよね、安芸高田市は。

これをどのくらい落としていくかによって、県平均にしても何億かは

すぐ下がるという状況ですよね。それをこれまで国がそういった厳し

い状況に追い込んできたから、その制度に乗って取り組んだというふ

うな今年度はそういう状況になっておりますけども、果たしてこれま

でそういった状況に追い込まれるまでに、すべきことがあったんじゃ

ないかというふうな気がするんですね。そこらがしっかりと市民の皆

さんに示されないとこの率のアップというのには、なかなか理解が示

していただけないんじゃないかなという気がするんですね。ただ、そ

れはこれまでやってきた結果で、今年度そういう取り組みをするとい

うことなんですが、そうであれば今年度具体的にこういう取り組みを

して、これだけのいろいろ削減をしていくんだと、いうのがあって来

年度以降はこの数値を維持あるいは下げていく目標があるのかないの

か。そういったとこまで踏み込んだ、やはり数値目標なりを示さない

とですね、市民の皆さんはなかなか理解がしがたいんじゃないかと。

ただ今まで基金を充当してきたからどうにかやってきたんで、基金が

なくなったから上げますというだけではですね、なかなか今後将来に

ずっとわたって影響することですから、理解できないんじゃないかな

という気がするんですね。そこのところは説明責任は十分あると思う

んですね。その辺についての１９年度の取り組み、その成果によって

２０年度以降どうなるのかというふうな大きな道筋ぐらいはですね、

示すべきじゃないかなという気がするんですね。国の流れに左右され

ながらということはあるんですが、やはり安芸高田市としては高齢者

人口も多いという、そういう条件は厳しい条件はありますけども、そ

れでもやはりどういうふうにしていくんかというのが、それが安芸高

田市の行政のやるべきことじゃないかなという気がするんで、その辺

について再度、１９年度の取り組みと２０年度以降の見通し、これに

ついてお伺いしたいと思います。 

◯松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

          福祉保健部長 廣政克行君。 

◯廣政福祉保健部長   具体的に一つの市民の方にご理解いただくというのは、当然そうい
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った形を進めていかにゃあいけんだろうと、このように考えておりま

す。 

          この特定健診につきましては、平成２０年度から各保険者にですね、

４０歳以上は健診を受けさすという一つの義務づけがなされたところ

であります。本市につきましてもそういった点で国保の運営につきま

しては、ある程度その健診率を受診率を上げていくということが、一

つの大きな形だろうと思います。国の方では大体５年後におきまして

は、６５％ぐらいを目指してくれという形でありまして、本市におき

ましては大体３０％ちょっとの数字だと私もお聞きしております。そ

うしますと大体倍ぐらいの受診者数をしていかねばならんということ

であります。このヘルスアップ事業につきましては、当然生活習慣病

先ほど申し上げましたように、国保医療につきましても、国の方でも

医療費の大体３割は、生活習慣病にかかわるものだとこのように分析

されとりまして、本市におきましては大体１７年度の決算を見ますと

６割強がですね、大体生活習慣病にかかわっている病気ではないかと

いうように考えております。当然この生活習慣病予防という一つの重

点を置きまして、そのためにはまず受診率を上げるということ、まし

てそれから特定健診指導という形になろうと思いますけど、この指導

につきましても個人指導をしてまいるということ。これ２０年度から

ですが、本年につきましては昨年の１７年度の総合健診につきまして、

大体このハイリスク的な一つの受診者７００万円程度ぐらい上げとり

ます。その中で大体１６０名程度ですね、これを来年からの一つの指

導の準備としていろいろその実施と言いますか、予備としてこの１６

０名を目安に、この個人指導をしてまいりたいとこのように考えてお

ります。 

          もう一つはある程度レセプトの点検ということだろうと思います。

大体このレセプトの方もですね、昨年１８年に県の方からも検査に来

られまして、県内では上位の方だというご講評をいただいとるところ

であります。さらにこのレセプト点検の方ですね、より充実にしてま

た研修等を重ねて、この対応を図ってまいることも必要だろうとこの

ように思います。またそれぞれ運動教室等また老人クラブとも例年な

く、この保健師の方も指導してまいりますけども、ご質問いただいと

ります、ご意見もいただきました新年度予算のときにですね、プール

の教室をもっと開けというような形でございまして、大体このプール

教室も先日でしたかご案内申し上げとりますけども、回数の倍等にし

てこれを開いてまいりたいと、ハード面ではそういった形を主に考え

て市としてはそういった大きな一つの事業を考えております。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          ほかに質疑ありませんか。 

          １９番 岡田正信君。 

◯岡 田 議 員   税率の問題は運営委員会で聞いたわけですが、この４条の関係でで
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すね、資産割の税率の問題があるんですが、これが２０年度から高齢

者の国保から脱退する、脱退して特別に広島県一つつくりまさあね、

そうした場合その７５歳以上の二人世帯、いうのが安芸高田市にどの

くらいおられるんかなあと私は思うたんですが、その数によってね、

また国保のこの財源の中にね、大きく影響するんじゃないかと運営委

員会ここ気づいたんですよ私。そうすると７５歳以上の方が出られる

高齢者の保険の方は、年金から引かれる人は引かれるが、引かれん人

は市町村が徴収すると、いうのでここの資産割の問題がですね、これ

税率云々じゃないんですが、資産割のとこの財政に影響するのはどの

ような見通しを立っとるんですか。 

◯松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

          市民部長 平下和夫君。 

◯平下市民部長   ちょっと資産割の件でございますけども、その前に７５歳以上の該

当者というのはちょっと手元に資料を持っとりませんけども、要はこ

れは例えば三次市が資産割というのは、ちょっと下げた経緯があるん

ですけども、例えば今安芸高田市内の中で一般被保険者の固定資産で

すね、一人当たり国保の該当者ですけども、一人当たり平均４万円か

らと、退職被保険者これを入れますと平均で一人当たり４万７千円の

固定資産税かと、いった状況にあります。したがって何が言いたいか

と言いますと、７５歳以上の方ということになりますと、３割で全体

からいけばですね、それほどのごそっと動くというようなことはない

というふうに推計は思っておりますけども、その点についてまだ計算

はまだしておりませんのでまだわかりません。しかしながら、この資

産割のあり方についても、例えば所得が上がるような資産を持ってお

られる方だったら結構ですけども、収入がない状態の固定資産税だけ

が上がっていくという、例えばこの庁舎の近辺の国保の方については

どうしても固定資産税が高いと、収入はないのに税だけが資産割で上

がってくるといった方向も出ますので、これは将来的な課題であると

いうふうに今認識はしております。ですから先ほど言いましたように、

将来の資産割の率が大体この程度になるであろうということをしてお

りますけども、果たしてそれがいいのか悪いのかいう集中的な議論は、

今から内部でしていく必要があろうかと思います。ちょっとデータ的

な答弁にはなっとりませんけども、ご容赦願いたいと思います。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          ほかに質疑ございませんか。 

          １１番 藤井昌之君。 

◯藤 井 議 員   １点お伺いしたいと思います。 

この国民健康保険税はかなり高額になりましてですね、今、年間何

期かに分けて納付をしておるわけでございますが、例えばここらの納

付回数をですね、多くしていくということになると、それなりの負担

金額が若干下がってくると思うんですけど、毎月納付いう形にすれば
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それなりの納付金額は下がってくると思うんですけども、ここらのい

わゆる調査をされておるのかどうか、今の状態でいいのかどうかです

ね、この１点についてお伺いしたいと思います。 

◯松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

          市民部長 平下和夫君。 

◯平下市民部長   ご指摘のように要は１回当たりの負担を少なくするかと、で払いや

すくするかといったことだろうと思いますけども、その点については

十分検討はしてきました。私も２０数年前に国保にかかわったことが

ございますけども、そのときは確か４期だったと思います。今は８期

ですかね、変わっておりまして、あの頃の制度からいきますと私の思

いからすれば、３０坪の宅地に６０坪の平屋が建っとるような状態が、

今の国保だろうと感じております。そうした中で納税者の方がいかに

不公平感を感じずに、そしていかに納税がしやすいような方法といっ

たものも、私も今ピカピカの１年生というわけにはいきませんけども、

今頑張ってここらあたりの研究はさせていただいております。乞うご

期待というわけにはいきませんけども、努力はしてみたいというふう

に思っております。 

以上です。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          ほかに質疑。 

          １１番 藤井昌之君。 

◯藤 井 議 員   しっかり検討も必要ですし、納付者のニーズに合ったような納付の

仕方というんですか、回数というんですか、そういったものを研究を

していただきたいと思います。これによって滞納が減るであろうとい

うことであれば、大きく私は前進するだろうと思っとります。ただし、

国民健康保険税という限りは条例で定めた月日でないとだめなんです

ね。毎月いうことになると保険税でなくして保険料になってくるんで

すよね。多分そういう私は解釈でいいと思いますけども、したがって

そこらあたりもよく協議していただいてですね、とにかく納付者のニ

ーズに合った負担の少なくなるような、またしっかりと納付体制がで

きる、滞納が減るという形のとらえ方でいろいろと協議を進めていた

だきたいと思います。 

以上です。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

          市民部長 平下和夫君。 

◯平下市民部長   今の点につきましては十分こちらも検討したいというふうに思いま

す。ただし、経費という面もございますので、総務費が例えば今国保

の中でも総務費が当然かかってますけども、それがまたどの程度上昇

するのかということも踏まえてですね、全体の中で検討をさせていた

だきたいと、今単純にじゃあ１２カ月に分散するといったことが、い

いのか悪いのか、そこらも含めて内部で議論をさせていただきたいと、



 46 

いうふうに思います。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          ほかに質疑ありませんか。 

          １０番 熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   先ほど福祉保健部長、取り組みについてお答えをいただきましたが、

数値的な目標をということで質問しましたが、それについては１９年

度どの程度の削減をできるような取り組みをするのか、あるいは２０

年以降どういった数値が動いていくのか、こういった点についてのご

答弁がなかったので、ただまあ委員会に付託されますんで、委員会で

私は委員じゃありませんけども、委員会中でそういった数値のですね、

報告をいただくようにお願いをしておきます。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

          福祉保健部長 廣政克行君。 

◯廣政福祉保健部長   数字の目標につきましては、ある程度当然定めてまいって、それに

目標にするのが一つの手法かというように考えております。今、本年

度につきましては、特定健診の総合計画的なものを今作成の準備をし

とりまして、ある程度そういった方向づけなり等も出てまいりますし、

基本的にはこの健康あきたかた健康２１の、一つのある程度数値を持

たせとるようなとこもありますし、そこらも一体性のものを考慮して、

委員会等でもある程度諸準備を、方針的なものを持つように努力して

いきたいとこのように思います。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

◯熊 高 議 員   議長。 

部長ちょっと声が小さすぎてね、（聞こえんよとの声あり。）ちょ

っとあのほんまにしてくれるんかどうか不安になるような答弁になっ

とるんで、もうちょっと大きな声でね、します。言うてください。 

◯松 浦 議 長   ということで了解してください。次から大きくします。 

          ほかに質疑ございませんか。 

          ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 

          本件についてはお手元の付託表のとおり、文教厚生常任委員会に付

託し審査することにいたします。 

ここで休憩をいたします。１４時２５分まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ２時１１分 休憩 

午後 ２時２５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１６ 議案第５５号 工事委託契約の締結について【安 

芸高田市特定環境保全公共下水道甲田浄化センタ 

ー建設工事】 

◯松 浦 議 長   休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第１６、議案第５５号、工事委託契約の締結について、安芸高
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田市特定環境保全公共下水道甲田浄化センター建設工事の件を議題と

いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第５５号、工事委託契約の締結について、安芸高田市特定環境

保全公共下水道甲田浄化センター建設工事の件でございます。 

本案は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第２条の規定に基づき、特定環境保全公共下水道甲田浄化セン

ター建設工事を、日本下水道事業団と工事委託契約を締結することに

ついて、議会の議決を求めるものでございます。 

よろしくご審議を賜りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   これをもって、提案理由の説明を終わります。 

          これより質疑に入ります。 

          質疑ありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたしま

す。 

          本件についてはお手元の付託表のとおり、産業建設常任委員会に付

託して審査することにいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１７ 議案第５６号 安芸高田市火災予防条例の一部を 

改正する条例 

◯松 浦 議 長   日程第１７、議案第５６号、安芸高田市火災予防条例の一部を改正

する条例の件を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第５６号、安芸高田市火災予防条例の一部を改正する条例でご

ざいます。 

          本案は、国において建築基準法等が改正され、同法施行令の一部が

改められたことに伴いまして、安芸高田市火災予防条例中の引用部分

について、必要な改正を行うものでございます。 

よろしく審議を賜りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   これをもって、提案理由の説明を終わります。 

          これより質疑に入ります。 

          質疑ありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたしま

す。 

          本件についてはお手元の付託表のとおり、総務企画常任委員会に付

託して審査することにいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 
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日程第１８ 議案第５７号 安芸高田市文化センター設置及び 

管理条例 

◯松 浦 議 長   日程第１８、議案第５７号、安芸高田市文化センター設置及び管理

条例の件を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第５７号、安芸高田市文化センター設置及び管理条例でござい

ます。 

本案は、現在建設中であります仮称安芸高田市総合文化保健福祉施

設の整備に伴い、そのうちの社会教育施設の部分について、適正な管

理運営を行うため、必要な条例を新たに制定するものでございます。 

          本施設につきましては、第２庁舎の建設と合わせ整備を進めており

ますが、完成後は市民の文化意識の高揚、文化の振興等を図る拠点と

なり、多くの市民の皆さんにご利用を賜るように期待をしております。 

 なお、施設の供用開始と同時にご活用いただくため、条例制定後は、

施設利用の受付を開始することとしております。 

          また、本条例の制定に伴いまして、市内にあります類似の５施設に

ついて、それぞれの設置管理条例を本条例に整理統合し、一体的な管

理を行うこととしております。 

以上、よろしく審議を賜りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   これをもって、提案理由の説明を終わります。 

          これより質疑に入ります。 

          質疑ありませんか。 

          １番 明木一悦君。 

◯明 木 議 員   議長。 

まず今の質問、市長の議案説明の中でありましたように、確かに今

回新しい文化センターができ、文化の高揚を高めるための市民のため

の施設であるということをご説明されました。その中でやはり統一性

を持った条例をつくる。これは確かに合併当初ですね、条例集をつく

るにあたって議会で審議をさせていただいたときに、私もこれについ

ては早めの統合整備が必要であるということを質疑させてもらってい

ます。そういう中で今回されたことは、非常に価値があるのではない

かというふうに考えています。それでですね、今回の条例の中で条例

文の中の休日に関するところですけど、確かに今回の条例の中には休

日としてですね、国民の祝日に関する法律にこれは第４条１項ですね、

これに対しての休日が定められています。もしそうであればですね、

市民に文化と教養を与えるのであればやはり、祝日というのは開館を

していくことが、大切じゃないかなというふうに考えるんですけど、

そのあたりはどのようにお考えでしょうか。 

          県下の施設なんかを調べるとですね、確かに生涯学習センター、公

民館については祝日のところもいくらかあると思います。しかし、ホ
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ールについてはですね、ほとんどの所が祭日祝日をですねオープンし

ています。そのあたりどのようにお考えかお伺いいたします。 

          また今回の指定管理者について、この関係が非常にたくさん出て条

文の中にきているわけですね。もう既に指定管理者としてですね、実

施されてます八千代にフォルテというとこがありますけど、既に３カ

月４カ月経過してるんじゃないかと思いますけど、そのあたりのです

ね、運営状況はどのようになっているのか、稼働率等ですね、指定管

理を行うことによって上がってきているのか、また以前よりは下がっ

ているのか、どのような状況にあるのかその点についてお伺いいたし

ます。 

          で先ほどの、そうですねそれでまず第１回目の質問とさせていただ

きます。 

◯松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

          教育次長 益田博志君。 

◯益田教育次長   ただいまのご質問にお答えいたします。 

          まず１点目の休日休館日の関係でございますが、第４条の１号にお

きまして、国民の祝日に関する法律に規定する休日ということで、休

館日とさせていただくようにこの条例では定めさせていただいており

ます。ご指摘いただきましたように、他の類似施設等も調べさせてい

ただきまして、それと現在の５つの類似の施設これらの現在の運営状

況等を勘案をいたしまして、祝祭日を休館日というように決めさせて

いただいたわけでございます。 

先ほどご指摘のありました中で、２項の方で、この第４条の３項の

方で休館日を市長が必要があるときは、臨時に開館することができる

というようにありますので、その辺で対応をしていきたいと考えてお

ります。 

          それから指定管理者の件でございますが、今後この施設も指定管理

者の導入等のことも必要になってくるんではないかということで、そ

の前提でこの条例も考えております。そういう中でフォルテの関係で

ございますが、ちょっとこれ手元に資料がございませんので、この場

でお答えするんでしたらちょっと休憩をいただきたいんですが。ちょ

っとよろしいですか。 

◯松 浦 議 長   どうなんですか。 

◯明 木 議 員   また後でお願いします。 

◯松 浦 議 長   じゃあ後でもいいです。 

          以上で答弁を終わります。 

          続いて質疑。 

          １番 明木一悦君。 

◯明 木 議 員   議長。 

それであればですね。先ほどの休館日についてなんですけど、第４

条の１項と第４条１項（１）とですね、（３）で非常に矛盾が生じて



 50 

るんじゃないかなと思うんですね。月曜日３番についてはですね、月

曜日ただしその日が国民の祝日だったらその翌日になっとるんですね。

そこでは祝日を休館日にしてないんですよ。なのになぜ１番では国民

の祝日をですね、休館日にしてるんでしょうか。そこは非常に矛盾が

あると思うんですね。まずその部分についてお伺いいたしたいと思い

ます。 

          それからこれに関してはですね、祝日については図書館条例もかか

わってくるですけど、今回先ほど市長の説明にありましたように、今

回建てる中には図書館もあります。でやはり市民が十分活用できるの

は休みの日だと思うんですよね。やはりそのあたりも考慮してですね、

祝日は休館日にするべきじゃないというふうに考えるんですけど、そ

のあたりはどのようにお考えでしょうか。 

          先ほど言われましたように指定管理をですね、今後視野に入れてる

ということなんですけど、まだできるばかり、まだオープンもしてな

いんですけど、できてからの話なんですけど、新しい施設に対して指

定管理を入れていくのはすぐ即座にですね、どうかというふうに考え

ます。まずやはり市民が使いやすいかどうか、どれくらいの利用度が

あるか、そのあたりを検証する。また備品等の整備もそれに伴って行

ってって、ソフトの充実をソフト事業の充実を行う、そうした上でで

すね、指定管理者に持っていく必要があって、今の段階で指定管理者

制度をですね、視野に入れて条例をつくっていくのはどうかなという

ふうに考えるんですけど、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。

お伺いいたします。 

◯松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          教育次長 益田博志君。 

◯益田教育次長   ただいまのご質問にお答えいたします。 

          まず条例の第４条の１項の１号と３号の関係でございますが、第４

条の１項の１号は国民の祝日を休館日にすると、３号は月曜日を休館

日にしますよと、いうことで月曜日と祝日が重なった場合は、祝日も

休館日、月曜日も休館日ということで、祝日の次の月曜日の次の日を

休館日にするという条文でございます。 

それから図書館条例の関係でございますが、図書館条例はこの条例

とは別途で考えさせていただきたいということで、先ほど市長の提案

の中にもありましたように、この条例は１１月の開館に合わせまして、

早めに予約を取っていく必要があるということで、この議会にかけさ

せていただいとるものでございまして、図書館条例につきましてはま

た次の機会の方で、今委員もご指摘ありましたことも考慮しながら考

えていきたいと考えております。 

          それから指定管理者の関係でございますが、確かにおっしゃられる

ことはごもっともなことでございますが、条例を制定する前にそうい

う予想をされることは、現在の段階から入れておく必要があるんじゃ
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ないかということで、入れさせていただいております。 

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          ほかに質疑ありませんか。 

〔質疑なし〕 

◯松 浦 議 長   ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 

          本件についてはお手元の付託表のとおり、文教厚生常任委員会に付

託して審査することにいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１９ 議案第５８号 平成１９年度安芸高田市一般会計 

補正予算（第１号） 

◯松 浦 議 長   日程第１９、議案第５８号、平成１９年度安芸高田市一般会計補正

予算（第１号）の件を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第５８号、平成１９年度安芸高田市一般会計補正予算（第１号）

でございます。 

 本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、１，８

７７万６千円を追加し、予算の総額を１９９億８，８７７万６千円と

するものでございます。 

 歳入につきましては、分担金及び負担金１，５９６万円、県支出金

２，９８６万円、諸収入１，３５０万円をそれぞれ追加し、繰入金４，

０５４万４千円を減額するものでございます。 

 歳出につきましては、民生費が２，１０１万９千円、衛生費が９４

１万４千円、農林水産業費が３，９７１万円、商工費が１８０万円、

土木費が９７４万円、教育費が１，４２９万６千円をそれぞれ追加し、

議会費６７９万８千円、総務費が６，１２８万１千円、消防費が９１

２万４千円をそれぞれ減額するものでございます。 

          以上、よろしくご審議を賜りたいと思います。 

○松 浦 議 長   これをもって、提案理由の説明を終わります。 

          この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   それでは議案第５８号、平成１９年度安芸高田市一般会計補正予算

（第１号）の要点のご説明をいたします。 

 まず初めに皆様方の方のお手元の方に、議案書と合わせてお配りさ

せていただいております、平成１９年度の安芸高田市議会６月定例会

の補正予算議案説明資料によりまして、ご説明をさせていただきたい

と思っております。 

まず１ページをお開きいただきたいと思います。 

１の中ほどから今回の予算議案につきましては、条文に掲げており

ます、議案第５８号から各特別会計議案第６４号までを別紙のとおり
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定めておるものでございます。 

まず１の会計別の予算の状況でございます。 

一般会計の補正額につきましては、１，８７７万６千円の増額でご

ざいます。補正後の累計額にいたしましては、１９９億８，８７７万

６千円となり、前年同期と比べますと、９６．１％、３．９％の減と

なっております。このたび一般会計ほか、先ほどもご説明をいたしま

したけども、６の特別会計の補正も計上いたしておるところでござい

ます。 

補正の概要でございますが、資料に基づきまして２ページをお願い

をいたしたいと思います。 

このたびの補正につきましては、本年４月１日の発令の職員の人事

異動等に伴います、まず各費目及び各特別会計におきまして、職員給

与費の補正を行っております。 

まず一般会計のうち、補正のかかります、職員給与費の補正に伴い

ますものにつきましては、一般会計職員分が、２，４６２万４千円の

減額でございます。特別会計の職員給与にかかる補正につきましては、

各特別会計への繰出金によりまして調整を行いまして、５０５万３千

円の増額となりまして、あわせて１，９５７万１千円の減額になるわ

けでございます。また特別職でございます、市長また副市長さんを除

く一般会計所管の給与支給対象の当初予算対比で 4 名の減の４２６人、

特別会計につきましては２名増の４６人となっております。 

それと県等の派遣職員にかかります移転料といたしまして、そこに

９１万８千円の増額を行っております。このことにつきましては、こ

の増額補正につきましては、県職員の派遣負担金９７万３千円の減額

といたしておるところでございます。 

次の３行目でございますが、条例の一部改正によります、議会議員

さんの人件費の補正でございます。議員報酬が昨年度に引き続き５％

の減額措置をとっていただいておる関係から、議員人件費を６７９万

８千円減といたしておるところでございます。また一般行政経費とい

たしまして、今回の分につきましては緊急性もののみをですね、補正

をさせていただいております。 

まずコミュニティ助成事業につきましては、当初予算時には確定を

しておりませんでした関係上、このたび計上させていただいておりま

す。１，２５０万円、また日本女子ゴルフ選手権大会の開催に伴いま

して、観光振興経費といたしまして１８０万円、ひろしまの森づくり

事業費といたしまして２，９９０万円、自主防災組織防災機材の導入

助成といたしまして１００万円を計上いたしておるというとこでござ

います。 

続きまして中段からでございますが、特別会計の補正予算につきま

しては、国保会計、介護保険、特環、また農集、浄化槽、簡水の 6 つ

の特別会計がございますが、一般会計と同様に職員の人事異動等に伴
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いまして、職員の給与費の補正をいたしたところでございます。 

続きまして３ページ、４ページにつきましては、一般会計の款別ま

た歳入予算及び歳出予算補正の概要を記載したものでございますので、

後ほど、補正予算書の事項別明細書によりご説明をさせていただきた

いと思っとります。 

次に５ページでございますが、一般職の人件費の補正の総括表でご

ざいます。費目別に左の欄が補正後の数値で、中央が補正前の数値、

右の欄が増減比較で、このたびの補正額でございます。総括的に一般

会計所管の給与支給対象職員総数は４２６人でございます。補正前と

比較いたしますと４名の一番右側の比較に掲げとります、三角の４名

の減で、補正後の職員給与費の総額につきましては、３７億１，０９

２万７千円でございます。 

また特別会計下欄からでございますが、所管の職員総数につきまし

ては４６人でございまして、国民健康保険特別会計、介護保険特別会

計及び、浄化槽整備の特別会計所管の職員がそれぞれ１名ずつ増加い

たしまして、簡易水道事業特別会計所管の職員が１名減少いたしてお

ります。補正前と比較いたしますと、２名の増でありますが、一般会

計と特別会計をあわせました職員総数は４７２名で、当初予算と比較

いたしますと、比較欄で見させていただきますと２名減、予算額でい

いますと、１，９５７万３千円の減となっておるとこでございます。

昨年度と比較いたしますと２０名減等でございまして、選挙執行費に

かかる手当て等を除く予算対比では、やはり３億１，９６８万５千円

の減となっておるところでございます。２名の減につきましては、当

初予算編成後におきまして、早期に希望退職申し出があったによるも

のでございます。 

それでは、一般会計の補正予算の要点についてご説明をさせていた

だきたいと思っております。 

まず、一般会計の補正予算の６ページをお開きいただきたいと思い

ます。歳入でございますが、１２款の分担金及び負担金、２項負担金、

３目の総務費負担金１，５９６万円の増額につきましては、広島県後

期高齢者広域連合、及び、建設技術センターへの相互派遣等に伴いま

す、人事交流負担金でございます。 

続きまして１５款の県支出金、２項の県補助金の４目の農林水産業

費県補助金２，９８６万円の増額につきましては、本年度創設されま

したひろしまの森づくり県民税を財源といたしまして、林業費県補助

金を計上いたすものでございます。 

１８款の繰入金、１項の特別会計繰入金でございますが、１目の老

人保健特別会計繰入金３，４６７万８千円の増額につきましては、平

成１８年度の老人保健特別会計の医療費等の精算に基づきます、法定

の繰出金の精算返納金でございます。 

続きまして３項の７ページになりますが、基金の繰入金でございま



 54 

すが、１目の財政調整基金繰入金につきましては、７，５２２万２千

円の減額で、このことにつきましては職員人件費の減、また先ほどご

説明をいたしました、老人保健の特別会計からの歳入一般財源の増に

伴います繰入金の調整でございます。 

２０款の諸収入、５項の雑入でございますが、４目の雑入、１，３

５０万円の増額につきましては、自治防災組織への防災資機材の財源

といたしまして、宝くじのコミュニティ助成事業１００万円、また財

団法人自治総合センターから事業費の１０割助成コミュニティ助成事

業といたしまして、１，２５０万円を計上いたすものでございます。 

引き続きまして、８ページをお願いいたします。 

このたびの歳出の補正でございますが、先ほどご説明を総括的にし

ましたように、４月の１日の人事異動によりまして、調整をさせてい

ただいたものでございます。まず１款の議会費６７９万８千円の減額

でございますが、当初予算編成後に条例改正に伴う議員報酬等の減が

主たるものでございます。２款の総務費、１項総務管理費、１目の一

般管理費で３，３１９万２千円の減額は、職員の人件費の減が主なも

のでございまして、増額の費目は９節の旅費９１万８千円につきまし

ては、広島県等に職員派遣に伴う移転料でございます。また１９節の

負担金補助及び交付金８０２万３千円につきましての増額は、広島県

からの県職員派遣に伴う１名分の負担金でございます。１２目の自治

振興費の１，２５０万円の増額ですが、財団法人の自治総合センター

のコミュニティ助成金を財源といたしまして実施いたします、地域振

興会へのコミュニティ助成事業の助成金でございます。 

９ページをお願いいたします。２項の徴税費３０７万３千円の増額

でございますが、３項の戸籍住民基本台帳費３，７５４万、４項の選

挙費６１２万１千円の減額、また１０ページにお願いいたします。１

０ページの６項の監査委員費１千円の減額は、いずれも職員給与費の

補正でございます。３款の民生費、１項の社会福祉費、１目の社会福

祉総務費３，６２２万３千円の増額につきましては、職員人件費３，

０８６万３千円の増、及び国民健康保険特別会計の人件費補正相当額

の繰出金５３６万円の増を計上いたしているところでございます。３

目の老人福祉費５１６万円の増額につきましては、介護保険特別会計

の人件費補正相当額の繰出金の増でございます。２項の児童福祉費、

１目の保育所費２，０３６万４千円の減額、１１ページの４款の衛生

費、１項の保健衛生費、１目の保健衛生総務費７８８万９千円の増額

につきましては、職員人件費の補正それぞれ実施をさせていただいと

るものでございます。 

続きまして、４目の環境衛生費でございますが、１５２万５千円の

増額は、簡易水道及び浄化槽整備事業特別会計の人件費補正相当額の

繰出金の増減でございます。 

１２ページをお願いいたします。６款の農林水産業費、１項の農業
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費、２目の農業総務費の９８１万円の増額は、職員人件費１，２４１

万５千円の増額、説明欄に掲げておりますが、増と農業集落排水事業

特別会計の人件費補正相当額の繰出金２６０万５千円の減が主なもの

でございます。 

続きまして２項の林業費、１目の林業総務費でございますが、２，

９９０万円の増額につきましては、ひろしまの森づくり整備事業とい

たしまして、森林の公益的機能強化、また景観保全等を目的といたし

ました、間伐等の計画事業を高田郡森林組合に委託また補助いたすも

のでございます。 

続きまして１３ページでございます。７款の商工費、１項の商工費、

３目の観光費１８０万円の増額につきましては、本年９月６日から市

内のゴルフ場で開催されます、第４０回の日本女子ゴルフ選手権大会

の観光振興経費といたしまして、歓迎横断幕また観光ＰＲチラシの作

成また歓迎フラワーロード等の整備の委託、特産品の販売用のテント、

また、いす等の借り上げ料、また大会へ向けまして６月２５日に吉田

運動公園で開催されます、中学生を対象とした講演会がございます。

そうした参加者に伴いまして、バスの借り上げ料等を計上いたすもの

でございます。 

続きまして８款の土木費でございますが、１項の土木管理費、１目

の土木総務費で８７３万４千円の増額につきましては、増額と２項の

道路橋梁費、１目の道路橋梁総務費の５３９万３千円の増額につきま

しては、それぞれ職員人件費の補正分でございます。 

次に１４ページをお願いいたします。４項の都市計画費でございま

すが、２目の公共下水道費４３８万７千円の減額は、特定環境保全公

共下水道事業特別会計の人件費補正相当額の繰出金の減が主なもので

ございます。 

９款の消防費でございますが、１項の消防費、１目の常備消防費、

１，０１２万４千円の減額は、職員人件費の補正分でございます。４

目の災害対策費でございますが、１００万円の増額は宝くじコミュニ

ティ助成金を財源といたしまして、自主防災組織に防災資機材導入を

するものでございます。 

１５ページにまいりまして、１０款の教育費でございますが、１項

の教育総務費、２目の事務局費２９５万７千円の減額につきましては、

職員人件費が６０３万９千円の増額、また１９節の負担金補助及び交

付金の８９９万６千円の減額につきましては、県教育委員会からの指

導主事の派遣を割愛制度の導入によりまして、給与を市費支出職員と

したことから、県への負担金を減額するものでございます。５項の社

会教育費でございますが、１目の社会教育総務費１，６５４万１千円

の増額また６項の保健体育費の７１万２千円の増額は、職員人件費の

それぞれの補正額でございます。 

以上で要点の説明を終わるわけでございますが、先ほどそれぞれ付
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属的な添付資料の議案の説明資料の中で、職員のこうした配置異動、

各一般会計また特別会計の方で、ご説明をさせていただきました職員

の比較表をもとに、この補正の資料を作成をさせていただいたところ

でございます。 

以上で要点の説明を終わります。 

○松 浦 議 長   要点説明を終わります。 

          これより質疑に入ります。 

          質疑はありませんか。 

          ６番 川角一郎君。 

○川 角 議 員   質問させていただきます。 

今人件費の関係につきましては、総務部長の方から説明があったん

ですが、ここにございますように総務費では８，２７２万４千円とい

うのが減になり、そのほか民生費以下がですね、６，８２２万２千円

というのが増加しておると、で差し引き２，４６２万６千円というの

は、減というのは職員の減ということで理解をしたんですが、年当初

計画される場合にある程度の人数割というふうなのを各担当課で申し

出て、それに基づいて人事もされやっていかれると思うんですが、そ

こに大きいのでは３千万とかあるいは２千万とか、その部署によった

ら非常に大きな補正が発生をしておると、あるわけですね、これが今

年の何かの特色があってこのようになるのか、あるいは毎年ですね、

年当初計画したものについて、あと補正をこの時期にかけたらやはり

このような推移になるのか、そこのことがもしですね、今年特殊なこ

とがあるんなら説明をいただきたい。そこの流れをですね、お願いを

したい。 

          それから１点ですね、この説明資料の中で農林水産費の中で、ひろ

しまの森づくり事業費２，９９０万円、これが新しい事業であるわけ

で、１項５００円の拠出ということで、みんなある程度関心を持って

おる事項ではないかと。先ほどは森林組合に委託をしてひとつやって

いくんだということですが、もう少しですね、どこらをどのようにし

て、どういう事業をやるんだということが具体的にですね、もう少し

わかれば説明をお願いをしたい。その２点でございます。 

よろしくお願いします。 

○松 浦 議 長   ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   この本１９年度安芸高田市の一般会計補正予算につきましては、昨

年度につきましては、こうした積み上げ方式を実施させていただいて

おります。ただ、予算査定等の段階で一昨年末からこうした作業に入

らせていただきます。当初の予算の計上の仕方というのは、一昨年度

の現状の中でそうした予算のかかります、職員の配置計画を取らせて

いただいておりますし、４月１日また３月３１日の退職は予想はいた

しますけども、そうした形の中で全体調整の枠を調整させていただき
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ますが、やはり４月１日の異動によりまして各款のですね、各調整の

異動等もございますし、そういう関係の中で今回こうした現状が出て

きたという症状でございます。このことにつきましては合併以来９月

またないし１２月にですね、いろいろこの人件費については、調整を

させていただいとったところでございます。ただその年間予算のそう

した計上という形の中で、できるだけその早い時期に人件費が確定し

ておれば、早期にその補正を出すべきじゃないかということで、議員

の皆さんからご指摘等もいただいた関係で、一番早い４月に実施をさ

せていただいて、この６月定例にですね、人件費相当分だけは調整を

させていただいたところでございますので、非常にあの当初のそうし

た予算編成の時期と人事異動の関係、そういうことでこうした症状が

出てくるわけでございます。 

当初はそうした１２月に実施をさせていただいておりましたが、今

回はそういう一般会計特別会計の当然流用間をさせていただいてです

ね、人件費にかかる年間の経費というものを明らかにさせていただい

たというのが事業の主旨でございます。ご理解願いたいと思います。 

○松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

          産業振興部長 清水盤君。 

○清水産業振興部長   それでは、ひろしまの森づくり事業の概要についてご説明を申し上

げます。 

          ３月の定例会でもご説明を申し上げましたが、この新しい事業につ

きましては、当初の予算立ての時期には、まだ県の方の具体的な取り

組みが固まっていないということで、６月定例会に上程をさせていた

だきたいということで、お話をさせていただいておったところでござ

います。このたび県の内示等事業の確定によって、補正予算を計上を

させていただきました。このたび２，９９０万円の補正をお願いして

おるところでございます。 

この事業につきましてはご承知のように国土の保全と水源涵養など

の森林の有する、いわゆる公共的な多面的機能の維持を、維持発展を

させていくためにこの事業が創設をされたものでございます。実施年

限は５年間ということでございます。 

この事業の大きな内容は一つは、これまで整備をしてきました人工

林の整備、これまでなかなか手入れがされていないというような状況

で、ご存知のように非常に荒廃をしておるという状況が見られます。

この人工林の整備をしていくことが一つと、それから人家に近いとこ

ろ、里山いわゆる里山林整備というこの２つの大きな事業に分かれて

おります。市町に下りてくるお金の方も人工林の整備の方が補助金事

業でございます。里山林整備の方が交付金事業というふうな、２通り

のお金で流れてくるということになっております。 

最初の人工林の整備につきましては、基本的には林家の方の協力を

得ながら森林組合が、整備をしていくということになろうと思います。
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そういった流れで事業を実施していくようになろうと思います。今年

度のこの人工林関係の整備事業費としては、１，３２８万円をこのた

び計上をさせていただいております。 

それから交付金関係でございます、里山林関係の整備につきまして

は、１，６６２万円を計上をさせていただいております。この１，６

６２万円の２分の１以上を里山林整備事業に充当しなさいと、いう一

つのルールがございまして、約８４０万余りをこの里山林整備事業に

充当して、残りの２分の１弱につきまして、里山林の保全、里山林整

備がされた後の空間を地域なり団体が整備をしていく、あるいは維持

をしていくという活動、それから林業森林体験の活動に対する支援事

業、それから研さんの間伐材を使用した木製品の普及に対する支援で

ありますとか、学校施設等が木質化の整備をする場合の事業に対する

支援等に、残りの２分の１弱の予算を充当することができるというふ

うな内容になっております。この特に里山林の先ほど申し上げました

細かい事業の活用につきましては、今後この予算の議決をいただいた

後に、この活用方法を検討いただく、それから検証いただく、検証し

ていただく協議会を設置をしなさい、ということを県の方から指導を

受けております。それぞれ市町が実施していく上で、この交付金部分

についての有効な活用をその協議会をとおして展開をしていくと、い

うことになろうと思います。そういった形で本市においても近々のう

ちにそういった協議会を組織をしまして、この事業に取り組んでまい

りたいというふうに考えております。 

          予算につきましては、２，９９０万円の補正でございます。４万円

の一般財源でほとんど１００％近い補助金と交付金で事業を実施と、

いうことで取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          ほかに質疑ありませんか。 

          １３番 金行哲昭君。 

○金 行 議 員   ２点お聞きします。まず諸収入の宝くじ助成金のが１００万円です

が、これは自主防災の方へ使用されるということですが、どのような

団体へどのような感じでされるのか１点。 

          それと２点目は、商工費の、同僚議員からの質問等もあったんです

が、この日本選手権ゴルフ大会で１８０万ですかね。これもまことに

よろしいことだと思うんですけど、これはパンフレット等、また当日

のものということもございましたが、パンフレット等々の作成等々は

もうやっておかにゃあいけないと思うんですが、そこらの点、そこら

を有効に利用するためにはそういうふうな考え等々、もっと詳しく２

点お聞かせください。 

○松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 
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○新川総務部長   災害対策費の１００万円の自主防災組織の防災機材の財源として、

宝くじコミュニティ助成金から１００万円ほど、１０割補助金でござ

いますがそれをいただきました。このことにつきましては、吉田地域

振興会の中の常友地域があるわけですが、そこが自主防災組織を設立

されまして、このたびそうした防災機材等の財源を確保とさせていた

だいて、整備をするという事業でございます。 

このことにつきましては、こうした宝くじ助成事業がございますの

で、こうした事業については、年々はある程度は限られた形の予算枠

があると思いますけども、広く市内のですね、そうした組織をしてい

ただくところにつきましては、ある程度こうした申請もですね、続け

ていきたいというような考え方を持っております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

          産業振興部長 清水盤君。 

○清水産業振興部長   商工観光費の関係でございます、補正の内容でございますが、第４

０回の日本女子プロゴルフ選手権大会に関連事業として、取り組むも

のでございます。この選手権大会につきましては、数年前からゴルフ

場の方で計画をされておったものでございます。ゴルフ場の方からも

地域と密着した大会にしていきたい、というような関係のお話もいた

だいておったところでございます。そういった中で具体的にこのたび

協議をさせていただいて、今回の補正というような状況になったわけ

でございます。ただ、まだ実行委員会の方とですね、具体的な細かい

ところの協議がされていない、大会事務局の方もまだ詰めきられてい

ないという状況がございましての補正でございます。 

現段階で市の方でこの大会の連携事業として、考えさせていただい

ております内容について、ご説明を申し上げたいと思います。 

この女子プロゴルフ選手権大会は、ご存知のように国内の女子の大

会ではメジャー大会と言われております。大変多くのいわゆるギャラ

リーの皆さんが、市内にお越しになることになろうと思います。大会

期間は本大会は６日から９日までの４日間でございますが、その前の

月曜日火曜日が練習日ということで、いわゆる１週間が行事の期間に

なろうと思います。その期間内における１週間の間の来客数が大会事

務局の方では、大体３万から４万人の来場者というふうに推定をされ

ております。この３万から４万の来場者の皆さんを、ぜひ市の方の観

光振興につなげていきたいということで、事業を展開をしていきたい

ということで考えております。先ほども総務部長の方から説明のとき

にございましたように、講演会の計画が既に進んでおります。これは

女子プロ協会の方から特に申し出がございまして、ぜひ中学生の皆さ

んと交流をさせていただきたい、いうことで取り組んでまいる内容で

ございます。期日の方が既に決まっておりまして、６月の２５日の月

曜日、時間帯につきましてはまだ具体的には決定しておりませんが、
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４時から５時の１時間程度ということで、対象は市内の中学生約８４

０名程度の皆さんを対象にと、いうことで取り組んでまいりたいとい

うふうに考えております。 

          それから歓迎事業として、先ほどもありましたようにゴルフ場周辺

を中心としたフラワー道路の関係の整備事業ということで、取り組み

を地域の皆さんのご協力を得ながらですね、取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。それから歓迎の意を込めまして、横断幕

等の設置を３カ所を検討していきたいということで考えております。

それからＰＲ関係の事業でございますが、特に先ほど申し上げました

３万から４万の来場者の皆さんへ安芸高田のＰＲを十分に伝えていき

たいということで、特にゴルフということでございますので、なかな

か家族そろってということにはなりませんが、ぜひこの大会は家族そ

ろった形での、安芸高田への誘客を誘導していきたいということで、

お父さんはゴルフ観戦、私たちは市内観光とミニツアーということで、

これは旅行代理店と連携をしながらですね、市内の観光施設等のミニ

ツアーを大会期間中計画をしていきたい、ということの取り組みでご

ざいます。 

          それからもう一つは市内にもかなり観光施設等がございます。この

観光施設の参画を得まして、来場者の皆さんに市内観光用のパンフレ

ットともにですね、施設の優待割引券をつけまして、特に冬期のお客

さんの閑散期を埋めるために誘客の増につながればということで、観

光施設と連携を取りながらですね、そういったものに取り組んでいき

たいというふうに考えております。またその割引券等の使用によって

リピーター率でありますとか、そういったところの資料にもしていき

たいというふうに考えておるところでございます。 

          それから特に大会事務局の方と検討しておりますのは、場内には入

ることはできませんが、駐車場等で市内の特産品等の販売をしていき

たいということで検討をしております。市内にはかなりの特産品がご

ざいます。ただ商品的には売れ筋ということがございますので、商品

の限定ということにもつながってくるかもわかりませんが、できるだ

け幅広い安芸高田の特産として、紹介をしたり販売をしていくという

ことで、特産品の販売事業にも取り組んでいきたいというふうに考え

ております。 

          それからもう一つは、通常はこういった大会でのギャラリーへの昼

食につきましては、大会事務局がすべて大手の業者をですね、入れま

してすべてそれで賄っていくと、いう対応をしておるということでご

ざいますが、このたびはこのギャラリーの皆さんへの昼食のあっせん

もですね、できれば市内の業者の皆さんにお願いができればというこ

とのお話もいただきました。これについても市内業者の皆さんを中心

として、ギャラリーの皆さんへ昼食提供ということを検討していきた

いということで、ギャラリープラザの開店ということで、取り組みを
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していきたいということで現在計画を進めております。それぞれ事業

の関係によりましては、教育委員会あるいは自治振興部、それから高

宮支所等との連携も当然とってまいりたいということで、先般も打ち

合わせ会の方もさせていただいたということでございます。できるだ

けこの３万４万のギャラリーの皆さんの安芸高田へのＰＲをこの機会

を使ってですね、取り組みをしていきたいということで、現在このた

び補正予算を計上をさせていただいておるということでございます。 

以上でございます。 

○金 行 議 員   はい。 

○松 浦 議 長   １３番 金行哲昭君。 

○金 行 議 員   今部長の話聞きよったら１８０万で大きなね、語っていただきまし

て、計画倒れにならないように、ちゃっと早めにやっていただきたい、

これは答弁いりませんよ。そういうことです。 

          あと１点。総務部長この宝くじの分ですよね、あれは地域が今、今

回あの吉田の常友地域にだったと思うんですが、あれはどういう申し

込みとか何かあってそこへこういう助成するいう感じですかね。あれ

どうでしたかね。あれ１点ちょっとお聞きします。 

○松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   当然宝くじ助成金の方に申請をさせていただいてですね、当然地域

の皆さんのそうした活動、規約、そうした形のものが全部必要になっ

てきます。そういう自主防災組織のあり方というとこもございますの

で、限られた形のある程度の財源の中で施設整備をするという状況に

はございますけども、そうした地域の皆さんの熱意がですね、そうし

た１００万の財源の中で、ある程度連帯意識ができればというように

考えております。中核になりますのはこちらから行きまして、ちょう

ど高規格の入り口になります、ドライブインの僕ん家があるんですが、

そこの消防格納庫があります、５４号線のそこが核になって、常友地

域をそうした自主防災組織の一角にしたいという考え方で、申請をさ

せていただいておるという状況でございます。 

○松 浦 議 長   １２番 青原敏治君。 

○青 原 議 員   今のちょっと関連しとるんですが、やはり自主防災組織をつくって

いただくのは大変いいことだと、それに対して市も助成していくとい

うことは大変いいことだと思うんですが、ただ３２の自治振興会があ

る中で、どういう啓蒙運動をされたのか、わしらは全然そういうのは

知らんよと言うんであれば、ちょっと不公平が出てくるんじゃないか

なという思いがするんですが、そこらのＰＲ等々とまたこれがもし今

年度中にそういう防災組織を立ち上げられたときに、そういうふうな

補助が出るのかどうか。そこらをお聞かせ願いたいと思います。 

○松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 
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○新川総務部長   １９年度の当初予算の主要の事業の中にも挙げさせていただいてお

りますように、自主防災組織の育成ということで、予算額を計上させ

ていただいております。これは単市で計上させていただいております。

いろんなあの現在啓蒙推進をさせていただいておりますのは、各地域

振興会の役員の皆さんのところに、こうした自主防災の育成という形

の中でですね、一応全過程の中で終了をさせていただいたところでご

ざいます。今回のこうした全部出せば、それが申請が全部１００％充

当なるかということはそうではございません。当然そうした向こうの

採択要件等もございますので、非常に宝くじの助成事業でありますの

で、その収益でやる事業でありますから、全部をそれでやったら３２

の振興会がそれでできるかということは、ちょっとわしも確定をしな

いわけですが、できればそうした財源を確保させていただいてですね、

その地域のそうした自主防災の育成にということで、役立つような形

で使用していただくということになれば、我々としても上部のそうし

た宝くじの協会の方にですね、申請をさせていただきたいと。 

どちらにしましても、全３２が一遍に立ち上がるということはなか

なか難しいと思います。それは時間をかけてですね、ある程度の体制

づくりというのは、必要になってくるというように思っとりますので、

そういう状況、今回常友地域も床下とかそういう状況がですね、被害

に遭われたという地域がございまして、皆さんの盛り上がりというの

が非常に、立ち上がったという状況ではなかろうかなというように思

っております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          １７番 今村義照君。 

○今 村 議 員   ２、３お伺いをいたします。 

今回の補正で一番特徴的なのは、組織上のですね、ちょっと大げさ

かもしれませんが、変更にあるんだろうというふうに思うわけです。

今年度の各種事業に取り組むためにですね、一部の組織では人員の強

化なり、あるいは削減も行われているわけでございます。今の２部に

わたって増員が特徴的に目立つわけでございますが、この総括的なで

すね特徴的な組織上の意図があるのかどうか、あるいは事業上の意図

があるのかどうか。それと今般３月の定例会の中でですね、今年度の

組織改正及び組織見直しの案がありました。それらのことについての

関係がこのことの組織上に反映されているのかどうか、そこら辺が考

慮されているのかどうか。 

          それと具体的にお聞きしますが、今回社会福祉総務費として人件費

４名分が補正になっているわけです。それが具体的な業務内容はどう

いったようなことか、いうことと教育費の関係の中で、社会教育関係

の人件費が２名分増加されている。いかなる業務内容で取り組まれる

のか。 
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以上の点を質疑といたします。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   まず、このたびの全体的な補正をさせていただいとりますものにつ

きましては、今後組織を実施させていただきます。現在、組織上の総

合的な詰めをさせていただいておりますけども、それは別としての当

初の４月の人員の配置の中で、整理をさせていただいたものでありま

すので、今後の１０月１日付のそうした組織と職員の配置というのは、

また再度こういう異動が出てくるものと考えております。 

          それと社会福祉費の社会福祉総務費の関係でございますが、補正前

につきましては３８名で、補正後につきましては４２名の配置をさせ

ていただいて、４名増をさせていただいておるところでございます。

当然そこの中には今回主たる事業につきましては、育休の職員が１名

おります。それとこのたびの状況でやはり保育所の担当課長をですね、

つけさせていただいております。そうした状況から保育の現場から保

育所、保育士さんを１名選任等でそこにつけさせていただいておると

いうのが、主たる状況かなというように思っております。その増減に

つきましては、減になりますのは２名の減を今回、当初３８名おりま

したものを減にさせていただいて、６名の増をさせていただいており

ますけども、そうした育休また職員の異動、今の子育ての関係そうい

う状況の中で４という増員の状況が出たものでございます。 

          続きまして社会教育でございますが、社会教育の２名の増の関係で

ございます。このことにつきましては当初につきましては、２０名の

職員がおりまして２２名でございます。２の増でございますが、社会

教育の方に部内の調整をさせていただいて、２名の増ということで社

会教育の方のそうした事業推進という状況で、２名の増をさせていた

だいとるという状況でございます。 

以上でございます。多少これは部内調整ということも考えさせてい

ただいております。以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          ほかに質疑ありませんか。 

           〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑がないようでございますので、これをもって質疑を終結いたし

ます。 

          お諮りします。本件は委員会の付託を省略いたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

           〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   異議なしと認め、これより討論に入ります。 

          討論ありませんか。 

           〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 
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    これより議案第５８号、平成１９年度安芸高田市一般会計補正予算

（第１号）の件を起立により採決いたします。 

          本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

           〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決をされました。 

ここで３時４５分まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ３時３２分 休憩 

午後 ３時４５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   時間が参りましたので、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２０ 議案第５９号 平成１９年度安芸高田市国民健康 

保険特別会計補正予算（第１号） 

◯松 浦 議 長   日程第２０、議案第５９号、平成１９年度安芸高田市国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）の件を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議長。 

議案第５９号、平成１９年度安芸高田市国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）でございます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５３６万円

を追加し、予算の総額を４２億５，８６８万２千円とするものでござ

います。 

 歳入につきましては、繰入金５３６万円を追加するものでございま

す。歳出につきましては、総務費５３６万円を追加するものでござい

ます。 

          以上よろしくご審議を賜りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   これをもって、提案理由の説明を終わります。 

          この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

          マイク近づけてやってください。 

          福祉保健部長 廣政克行君。 

◯廣政福祉保健部長   要点のご説明を申し上げます。 

このたびの補正につきましては職員の人事異動等に伴います、職員

給与費の補正をするものでございます。補正予算の６ページをお願い

いたします。 

          歳入でございますが、９款の繰入金、１項の他会計繰入金、１目の

一般会計繰入金５３６万円の増額は、職員給与費の補正に伴い、職員

給与費にかかる繰入金を増額するものでございます。 

          歳出のご説明をいたします。７ページをお願いいたします。１款の
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総務費、１項の総務管理費、１目の一般管理費は５３６万円の増額で、

職員の人事異動に伴います、職員給与費給料を２７７万円、職員手当

を２０１万９千円、共済費を５７万１千円それぞれ増額するものでご

ざいます。 

          ８ページにつきましては、給与費補正明細書でございます。国民健

康保険特別会計所管の職員は６名でございまして、補正後の職員給与

費の総額は４，０５１万円でございます。 

以上要点の説明を終わります。 

◯松 浦 議 長   以上で要点の説明を終わります。 

          これより質疑に入ります。 

          質疑はございますか。 

          １番 明木一悦君。 

◯明 木 議 員   議長。 

先ほどのですね、承認をしてたのがあったと、国保の関係の条例改

正なんですけど、これがですね、今、今回の予算に影響してるのかし

てないのか。それが反映してるのか反映されるのか。そのあたりはど

のようなのかお伺いいたします。 

◯松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ３時５０分 休憩 

午後 ３時５２分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

          市民部長 平下和夫君。 

◯平下市民部長   大変失礼いたしました。市民部の方の関係でございまして、今度委

員会の方に付託されました５４号の絡みだと思いますけども、５４号

の議案の絡みだと思いますけども、今回の補正で国保の中に５３０何

万入れますと、税金に影響してるんかと、今回の税率の改定に・・・ 

◯松 浦 議 長   暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ３時５３分 休憩 

午後 ３時５４分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          平下市民部長。 

◯平下市民部長   すみません。たびたびご迷惑かけます。先月の５３万円から５６万

円に上げたものに問われとると思いますけども、これには関係ござい

ません。影響も当然しておりません。これは国の法律そのものが変わ

りましたために、５３万円から５６万円に引き上げるものであって、

税率等には今回の補正はかかわっておりません。 
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以上です。 

◯松 浦 議 長   答弁を終わります。 

ほかに質疑ありませんか。 

           〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   ほかに質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

          お諮りいたします。本件は委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。 

           〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   異議なしと認め、これより討論に入ります。 

          討論ありませんか。 

           〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

    これより議案第５９号、平成１９年度安芸高田市国民健康保険特別

会計補正予算（第１号）の件を起立により採決いたします。 

          本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

           〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決をされました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２１ 議案第６０号 平成１９年度安芸高田市介護保険 

特別会計補正予算（第１号） 

◯松 浦 議 長   日程第２１、議案第６０号、平成１９年度安芸高田市介護保険特別

会計補正予算（第１号）の件を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議長。 

議案第６０号、平成１９年度安芸高田市介護保険特別会計補正予算

でございます。                      

 本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５１６万円

を追加し、予算の総額を３４億８，１３４万２千円とするものでござ

います。 

          歳入につきましては、繰入金５１６万円を追加するものでございま

す。 

 歳出につきましては、地域支援事業費５２５万６千円を追加し、総

務費９万６千円を減額するものでございます。 

よろしく審議を賜りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   これをもって、提案理由の説明を終わります。 

          この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

          福祉保健部長 廣政克行君。 

◯廣政福祉保健部長   要点のご説明をいたします。 

このたびの補正につきましては、職員の人事異動に伴います、職員
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給与費の補正をいたすものでございます。補正予算の６ページをお願

いいたします。 

          歳入でございますが、８款の繰入金２項の一般会計繰入金、３目の

地域支援事業費事業繰入金は５２５万６千円の増額。４目のその他一

般会計繰入金は９万６千円の減額で、職員給与費の補正に伴いまして、

職員給与費にかかる繰入金を調整するものでございます。 

          歳出の７ページをお願いいたします。１款の総務費、１項の総務管

理費、１目の一般管理費は９万６千円の減額で、職員の人事異動に伴

います、一般事務職員給与費の調整でございます。４款の地域支援事

業費、２項の包括的支援事業費任意事業費、１目の一般管理費は５２

５万６千円の増額で、地域支援事業にかかります職員を２名から３名

といたしまして、１名増員したことによるものでございます。 

          ８ページにおきましては、給与費補正明細書でございます。介護保

険特別会計所管の職員は一般事務職９名、保健師１名の計１０名でご

ざいまして、補正後の職員給与費の総額は６千万４千円でございます。 

以上、要点の説明を終わります。 

◯松 浦 議 長   以上で要点説明を終わります。 

          これより質疑に入ります。 

          質疑はありませんか。 

◯入 本 議 員   議長、１５番。 

◯松 浦 議 長   １５番 入本和男君。 

◯入 本 議 員   増員の理由を、どこから増員されたのか、増員理由をお願いします。 

◯松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          福祉保健部長 廣政克行君。 

◯廣政福祉保健部長   この包括支援センターの一つの開設につきましては、ご承知のよう

に平成１８年度からのセンターの設置、介護保険設置委員に伴いまし

て一つの開催をいたしました。この１年間の経過を見ますと、それぞ

れの包括の中で保健師１名、社会福祉師１名、またそれぞれ３名の形

で運営をしてまいりましたが、補正等も再々にお願いしたり、減額を

しております。 

ここに掲げております地域支援事業費としては、いろいろサービス

が介護予防事業から、一つのいろいろサービスがございますが、一つ

は今のサービス特会の方のケアプランづくりの方が、大変に混雑をし

ておるという形で、片方の事務をまず今傾注をしております。 

そういった意味からもしましても、３名から今４名にぜひこれを増

員をお願いしたいという形で、今回この増員をお願いしまして、この

４名体制で今回１９年度から体制づくりでこれを実施していくという

形であります。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          １５番 入本和男君。 

◯入 本 議 員   この増員いうのは資格者でございますかね。資格者がおられたのを
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異動で増やされたのか。どこからどのように異動されたのか伺います。 

◯松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          福祉保健部長 廣政克行君。 

◯廣政福祉保健部長   この増員の職員につきましては、一般職員でございまして、できる

だけ資格者が適切と思いますけども、この資格者がなかなか見当たら

ない、また反面これからの今の包括の運営等を考えますと、職員のど

ういいますか、資格づくりといいますか、その職員の人材づくりとい

いますか、そういった面でこのたび一般職でもお願いをした形であり

ます。 

◯松 浦 議 長   １５番。答弁を・・・ 

◯入 本 議 員   答弁をしてもええんじゃが、私ができんけー、質問を先にせにゃあ

いけません。 

◯松 浦 議 長   質問を許します。 

          １５番 入本和男君。 

◯入 本 議 員   何課からの異動なんですか。同じ課からの異動か、ちょっとそこの

ところを聞いたんですが。例えば、例えばいらんこと言わんでもええ

けー、あのあれかもわからんのんですが、何課からの異動かと。 

◯松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 

◯新川総務部長   説明の資料の中にもちょっとご説明をさせていただきましたように、

ご承知いただきますように、一昨年来２０数名の定年退職者は１４名、

また早期退職ということで２０数名以上のですね、職員が退職をいた

しました。限られた形の中で先ほど福祉保健部長の方も申させていた

だきましたように、本来であればそこの事業所というのはある程度資

格要件がですね、必要な要件でございますけども、福祉関係のそうし

た窓口を長く経験した若い、これは美土里支所の方に駐在をしておっ

たわけでございますけども、それを社会福祉士と一緒に仕事ができる

ような体制をということで、福祉保健部の方と連携を取らせていただ

いたとこでございます。そういう全体の中の職員のそうした経験等も

踏まえ、またある程度将来養成できるという課の中でですね、若い職

員を１名そこの方に異動をという状況をさせていただいたわけでござ

います。全体的には特別会計の方は２名の増員になっとりますけども、

一般会計の方を総括させていただきますと、マイナスの４という数字

の中で、４月１日をスタートをさせていただいとるという状況でござ

います。 

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          ほかに質問ございませんか。 

◯山 本 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １６番 山本三郎君。 

◯山 本 議 員   この地域包括支援センターの事業で、非常にあそこで職員さん対応



 69 

されとるのがですね、非常に先ほど部長申されましたように、忙しい

そして非常に事務量が多いということでですね、このたびこうした増

員を図られたんでしょうけど、実際にこの１名増でですね、今後の今

からのいろいろな地域包括支援センターの事業が、満たされるとみな

しておられますか。 

現在非常にあそこの職員さんは、もう忙しゅうてもう本当に困って

おられるような、いつも聞いておるんですが、この１名の増でですね、

果たして満たされるんだろうかというのがですね、非常に高齢者社会

で非常にこの介護にいろいろケアプランを立ってもらう人が多いわけ

ですよね。そういう関係でどのようにとらえておられますか。 

現状はですね、１名増でこれも努力されて１名増をされたと思うん

ですが、今後まだまだこういうことについて事業量がたくさんあると

思うんですが、それに対しての見込みはどのように考えておられます

かお尋ねします。 

◯松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          福祉保健部長 廣政克行君。 

◯廣政福祉保健部長   ご質問をいただきましたようにですね、現段階では非常にセンター

の方も残業等も重なりましてですね、なかなか厳しい情勢であります。

この件につきましても、３月にもいろいろご説明いたしましたが、特

会サービスの方のケアプランづくり、これが落ち着けばですね、案外

包括の介護の方でいろいろ手も回るように考えておりますが、この特

会サービスの方はケアプランづくりで、結構、資格者がいるという形

であります。今それぞれ募集等もかけておりますけども、調査員の方

は２名ほど増加していただきまして、調査の方は何とか対応できるの

かなと考えております。 

問題はプランづくりの方でございまして、このプランづくりがです

ね、なかなか今のところニーズにこたえていくところが難しいところ

であります。この当面このプランづくりの方を何とかこの一般募集等

も公募もしておりますけども、これを資格者等早急に探してこれを対

応して、本来の介護特会の方の包括センターの運営には従事してまい

りたいと、当然そうなりますとある程度のこの運営の見通しは立って

いくんじゃないかと、このようには考えております。 

◯松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

ほかに質疑ありませんか。 

           〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   ほかに質疑はないようでございますので、これをもって質疑を終結

いたします。 

          お諮りします。本件は委員会の付託を省略いたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

           〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   異議なしと認め、これより討論に入ります。 
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          討論ありませんか。 

           〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

    これより議案第６０号、平成１９年度安芸高田市介護保険特別会計

補正予算（第１号）の件を起立により採決いたします。 

          本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

           〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決をされました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２２ 議案第６１号 平成１９年度安芸高田市特定環境 

保全公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

◯松 浦 議 長   日程第２２、議案第６１号、平成１９年度安芸高田市特定環境保全

公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）の件を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第６１号、平成１９年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事

業特別会計の補正予算（第１号）でございます。           

 本案は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ４３８

万７千円を減額し、予算の総額を７億７，７３９万２千円とするもの

でございます。 

 歳入につきましては、繰入金が４３８万７千円を減額するものでご

ざいます。 

 歳出につきましては、総務費４３８万７千円を減額するものでござ

います。 

 以上よろしく審議を賜りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   これをもって、提案理由の説明を終わります。 

          この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

          建設部長 金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   それでは要点のご説明をいたします。 

          このたびの補正につきましては、職員の人事異動等に伴う職員給与

費の補正をいたすものでございます。補正予算書の６ページをお願い

いたします。 

          歳入でございますが、５款の繰入金、１項の他会計繰入金、１目に

一般会計繰入金で４３８万７千円の減額は、職員給与費の補正に伴い

職員給与費にかかる繰入金を減額するものでございます。 

歳出の７ページをお願いいたします。１款の総務費、１項の総務管

理費の一般管理費では４３８万７千円の減額で、職員の人員異動に伴

う給与関係で、給料を３１０万８千円、職員手当等を６７万９千円、

共済費を６０万円それぞれ減額するものでございます。 

          ８ページは給与費補正明細書でございまして、特定環境保全公共下



 71 

水道事業特別会計所管の職員は６名で、補正後の職員給与費の総額は

３，７５７万１千円でございます。 

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   以上で要点説明を終わります。 

          これより質疑に入ります。 

          質疑はありませんか。 

           〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 

          お諮りします。本件は委員会の付託を省略いたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

           〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   異議なしと認め、これより討論に入ります。 

          討論ありませんか。 

           〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

    これより議案第６１号、平成１９年度安芸高田市特定環境保全公共

下水道事業特別会計補正予算（第１号）の件を起立により採決いたし

ます。 

          本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

           〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決をされました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２３ 議案第６２号 平成１９年度安芸高田市農業集落 

排水事業特別会計補正予算（第１号） 

◯松 浦 議 長   日程第２３、議案第６２号、平成１９年度安芸高田市農業集落排水

事業特別会計補正予算（第１号）の件を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第６２号、平成１９年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計     

補正予算（第１号）でございます。               

 本案は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２６０

万５千円を減額し、予算の総額を４億６，８８３万９千円とするもの

でございます。 

          歳入につきましては、繰入金２６０万５千円を減額するものでござ

います。 

 歳出につきましては、総務費２６０万５千円を減額するものでござ

います。 

 以上よろしく審議を賜りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   これをもって、提案理由の説明を終わります。 

          この際、担当部長から要点の説明を求めます。 
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          建設部長 金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   要点のご説明をいたします。 

          本議案につきましても、職員の人事異動等に伴う職員給与費の補正

をお願いするものでございます。補正予算書の６ページをお願いいた

します。 

          まず歳入でございますが、５款の繰入金、１項の他会計繰入金の一

般会計からの繰入金２６０万５千円の減額は、職員給与費の補正に伴

い職員給与費にかかる繰入金を減額するものでございます。 

歳出の７ページをお願いいたします。１款の総務費、１項の総務管

理費の一般管理費は２６０万５千円の減額で、職員の人員異動等に伴

う職員給与費で給料を１７０万９千円、職員手当等を４９万４千円、

共済費を４０万２千円それぞれ減額させていただくものでございます。 

          ８ページは給与費補正明細書でございまして、農業集落排水事業特

別会計所管の職員は６名で、補正後の職員給与費の総額は４，７２３

万円でございます。 

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点説明を終わります。 

          これより質疑に入ります。 

          質疑はございませんか。 

           〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 

          お諮りします。本件は委員会の付託を省略いたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

           〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   異議なしと認め、これより討論に入ります。 

          討論ありませんか。 

           〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

    これより議案第６２号、平成１９年度安芸高田市農業集落排水事業

特別会計補正予算（第１号）の件を起立により採決いたします。 

          本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

           〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決をされました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２４ 議案第６３号 平成１９年度安芸高田市浄化槽整 

備事業特別会計補正予算（第１号） 

◯松 浦 議 長   次に日程第２４、議案第６３号、平成１９年度安芸高田市浄化槽整

備事業特別会計補正予算（第１号）の件を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 
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◯児 玉 市 長   議案第６３号、平成１９年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計補

正予算（第１号）でございます。                     

          本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６１８万

９千円を追加し、予算の総額を２億５，７９４万３千円とするもので

ございます。 

          歳入につきましては、繰入金６１８万９千円を追加するものでござ

います。 

          歳出につきましては、総務費６１８万９千円を追加するものでござ

います。 

 以上よろしく審議を賜りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   これをもって、提案理由の説明を終わります。 

          この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

          建設部長 金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   要点のご説明をいたします。 

          本議案につきましても、職員の人事異動等に伴う職員給与費の補正

をさせていただくものでございます。補正予算書の６ページをお願い

いたします。 

          歳入でございますが、６款の繰入金、１項の他会計繰入金の一般会

計からの繰入金６１８万９千円の増額は、職員の給与費の補正に伴い

職員給与費にかかる繰入金を増額をお願いするものでございます。 

歳出の７ページをお願いいたします。１款の総務費、１項の総務管

理費の一般管理費では６１８万９千円の増額で、職員の人員異動等に

伴いまして、給料を３２２万７千円、職員手当等を２２５万円、共済

費を７１万２千円それぞれ増額させていただくとするものでございま

す。 

          ８ページは給与費補正明細書で、浄化槽整備事業特別会計所管の職

員は２名で、補正後の職員の給与費の総額は１，４８１万４千円でご

ざいます。 

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   以上で要点説明を終わります。 

          これより質疑に入ります。 

          質疑はございませんか。 

◯入 本 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １５番 入本和男君。 

◯入 本 議 員   人員が増えたり何かした場合はですね、やはり何課からだれだれが

変わったという、我々も本来は事務分掌の中でそういうのがあると思

うんですよね。増えたことに関して私も批判しとるわけじゃなしに、

だれがどこに行って仕事内容が増えたのか、ここで初めてですね、残

業手当が時間外勤務手当がここで増えとるんですね。よそに異動の場

合は増えてないんですよね。そういうものが見えないと言われれば見

えてくるんですけど、言われないと扶養手当にしてもですね、わから



 74 

ないんですよね。独身の人じゃないわけですから。そういう異動があ

った場合はだれが何課からどこどこに来ましたとか、いうふうな形の

説明がほしいんですが、これ異動することによってですね、残業手当

も自動的にこれは増えるもんですかね。 

◯松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          建設部長 金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

          特にこれにつきましては業務等浄化槽の整備が拡大をするというこ

とと、あと県の権限移譲等ございまして、特に浄化槽の方で１名を増

ということでございます。それにつきましては、もとそういう職も旧

町でやっていた職員として、総務課の方から１名を臨時で入れていた

だいております。ただ時間外につきましては、これによってそれが増

えるかどうかということは、業務の内容もございますし、状況によっ

たら極力時間外をしないという方で、それぞれ職員も頑張っていただ

いてくれての現状でございますが、内容によっては時間外も増えてく

る可能性もあるということでございます。 

◯松 浦 議 長   答弁を終わります。 

          質疑を求めます。 

          １５番 入本和男君。 

◯入 本 議 員   臨時をやとうたとかいうふうに聞こえたんですが、名前も出てこな

いし、時間外もあがーにええ加減な形でこりゃあ、足したり引いたり

しよってんですかね。扶養手当が増えとるいうことは、これ臨時職員

じゃないんじゃないんですか。そこらはどうなんですか。名前はなぜ

言えないんですかね。 

◯松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

          休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ４時２０分 休憩 

午後 ４時２１分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   休憩をといて再開いたします。 

          ただいま入本君の質問に答弁を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 

◯新川総務部長   先ほど建設部長の方からもご説明ございましたように、この浄化槽

の整備事業につきましては、県の方からの権限移譲で、市の方がそう

した包括をするという事務作業になっております。当然法定の点検チ

ェック、それと個人が実際に今管理しておるものと、市の直営の浄化

槽等がございますけども、そういう事務の対応化ということでござい

ます。当然、権限移譲でございますので、市全体の家での中で、ある

程度この人事異動を考えさせていただきました。先ほど再度にわたり

ます説明がございましたように、総務部の中で選挙の担当をしておっ
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て、選挙係が２名でおりましたけども、２名を１名にさせていただき、

あとは総務部の中で全体の兼務辞令をかけ、選挙管理委員会ですから

兼務辞令をかけさせていただきます。そういう浄化槽の専門的な資格、

また知識を持っておるという職員を、１名ほど異動の配置をさせてい

ただいたものでございます。当然その扶養に該当する子どもさんもい

らっしゃいますし、奥さんもいらっしゃいます。そうした扶養手当の

関係、また限られた職員の中で対応しておるという状況でございます

ので、非常に浄化槽の現在件数等が多いということの中で、やはりコ

ンピューター入力等のですね、作業が必要ということで、我々もキャ

ッチをさせていただいております。そうした時間外の対応相当分もで

すね、今回の補正の中で計上をさせていただいたとこでございます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          ほかに質問ありませんか。 

○入 本 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １５番 入本和男君。 

○入 本 議 員   どして職員名が言われんのか、私理解できないんですよね。総務課

のだれだれが何課に、資格持った人間がどこどこに異動しましたと、

いうふうに言っていただければ、ほいで今のような時間外でもですよ。

一般会計の方では、全く異動があっても一銭たりとも動いてないんで

すよね。だからこういう少数のときにこれだけ動いたというのは、権

限移譲のために件数がこれだけ増えて、時間外が予想されますから増

やしましたとか、何かわかるように説明していただければ、私らもあ

りがたいんですが、扶養手当も子どもがおるけーいうのは当然それは

わかるんですが、だから職員いうものはみんなオープンしとるわけで

しょう個人名を。だからここで言うことは全然差し支えないことでし

ょう。だれが行かれたんですねと。だから今の権限移譲によるために、

マンホールの件数が多いから入力するために、時間外がこれだけ予測

されるのでやりましたと。そのことが聞きたいだけのことであって、

別段そのこの数字がどうのこうの、よそは時間外手当なんかが全く人

事異動があっても動いてない、人数増えてもね。だけどここでは異動

しとると、じゃあ人を増やした上になぜそういう時間外が増えるんか

なと、そしたら権限移譲があったと、そういうふうな説明をいただき

たいんですが、その点どうですか。 

○松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          総務部長 新川文雄君。 

◯新川総務部長   該当職員につきましては、選挙係の方の対応をさせていただいてお

りました山崎主任でございます。そうした浄化槽等の適任ということ

で、異動をかけさせていただきました。選挙管理委員会係長とその本

人２名で対応させていただいとったわけですが、先ほど説明をさせて

いただきましたように、緊急的なという手段の中で係長を専任とし、
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あとの対応というのは総務課の中の全体の職員の対応をさせていただ

くということで、１名を建設部の方に異動を配置させていただいたと

いう状況でございます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          ほかに質疑ございませんか。 

           〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   ほかにないようでございますので、これをもって質疑を終結いたし

ます。 

          お諮りします。本件は委員会への付託を省略いたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

           〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   異議なしと認め、これより討論に入ります。 

          討論ありませんか。 

           〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

    これより議案第６３号、平成１９年度安芸高田市浄化槽整備事業特

別会計補正予算（第１号）の件を起立により採決いたします。 

          本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

           〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決をされました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２５ 議案第６４号 平成１９年度安芸高田市簡易水道 

事業特別会計補正予算（第１号） 

◯松 浦 議 長   日程第２５、議案第６４号、平成１９年度安芸高田市簡易水道事業

特別会計補正予算（第１号）の件を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第６４号、議案名が平成１９年度安芸高田市簡易水道事業特別

会計補正予算（第１号）でございます。                    

           本案は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、４６

６万４千円を減額し、予算の総額を６億５，７５０万２千円とするも

のでございます。 

 歳入につきましては、繰入金が４６６万４千円を減額するものでご

ざいます。 

 歳出につきましては、総務費４６６万４千円を減額するものでござ

います。 

 以上よろしく審議を賜りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   これをもって、提案理由の説明を終わります。 

          この際、担当部長から要点の説明を求めます。 
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          建設部長 金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   要点のご説明を申し上げます。 

          本議案につきましても、職員の人事異動等に伴う職員給与費の補正

をお願いするものでございます。予算書の６ページをお願いいたしま

す。 

          歳入でございますが、６款の繰入金、１項の他会計繰入金、１目の

一般会計繰入金４６６万４千円の減額は、職員の給与費の補正に伴い

職員給与費にかかる繰入金を減額するものでございます。 

次に歳出でございますが、７ページをお願いいたします。１款の総

務費、１項の総務管理費の一般管理費は４６６万４千円の減額で、職

員の人員異動等に伴う職員給与費給料を２４７万２千円、職員手当等

を１６４万９千円、共済費を５４万３千円それぞれ減額をするもので

ございます。３款の公債費におきましては職員人件費の減額に伴い、

一般管理費に財源充当をしておりました、水道使用料のうち職員人件

費の減額相当額を元金償還費の財源として、財源の組み替えをお願い

するものでございます。 

          ８ページは給与費補正明細書でございます。簡易水道事業特別会計

所管の職員は１１名で、補正予算後の職員の給与費の総額は７，００

５万１千円でございます。１名減となっておりますのは、早期退職者

の不補充ということでございます。 

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   以上で要点説明を終わります。 

          これより質疑に入ります。 

          質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番 熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   いわゆる人事異動によるということで、これまでもずっとそういう

議案だったんですが、人事異動によって人件費が動くわけですよね、

人が減ったり増えたり、同じ数は変わらなくても人件費は動く。こう

いう状況もいろいろあるわけですね。今回は一人減ってそれに似合う

ような人件費が減ったということですが、増元副市長にお聞きします

けども、適材適所といいますか、費用対効果そういったことも含めて、

業務評価も当然あってその人が動くということだというふうに思うん

ですね。事業が増えたり減ったり、あるいは繁忙な課は当然人がいる

と。そういった視点で人事異動というのはされておるんだというのは

当然だというふうに思うんですが、そこらをいろいろ行革の中にもあ

ろうというふうに思うんですが、どういう視点でこの人事異動をされ

ておるのかですね。今回の件に関しては具体的に中身については、十

分な説明とは言いがたいんですが、先ほど来からそういった議論もさ

れとりますが、そういった視点でのその人事異動によるこの給与の動

き方、これ果たして本当にそういう視点でされとるのかどうか、とい
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うのをまず１点お聞きしたいと思います。 

◯熊 高 議 員   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          副市長 増元正信君。 

◯増 元 副 市 長   人事配置の基本的な考え方等々であろうかと思いますけれども、合

併をいたしまして今４年目でございますが、これまでの人事配置等に

つきましては、やはり旧町のそれぞれの職員の持っておる経験等々を

やっぱりベースにした、そういう人事配置でございました。支所の配

置にしても各部署、専門的な知識あるいはこれまでの経験を生かした

人事配置となっております。そういった中で特に年々職員数が減って

いくということ、そして不補充ということ、職員定数もっと減らした

いというような状況の中で、やはり少ない人数でお願いしたいという

ことで、これまで１０人でやっとったけど、すまんけど９人でやって

ほしい８人でやってほしいと、いうのが現実でございます。その中で、

権限移譲とか先ほどの浄化槽の問題、あるいは福祉保健におきまして

も各事業所の監査まで、今からやっていかなきゃいけないというふう

なこと、いろんな権限が市の方に移譲をされるということで、専門職

の養成が迫られております。一般廃棄物あるいは産業廃棄物、それら

を監視する能力は必要であるということでございます。それに１０

０％対応できておるかと言いますと、私はまだそこまでいっていない

というふうに思っております。そういった中での今年の１０月の機構

改革とあるいはグループ制の導入と、そういったことになろうかと思

います。職員を養成していかなきゃいけないということは大きな課題

でありまして、私も一番そのように思うわけでありますけども、これ

までの経験を生かしながら人材育成をということで、それにはあなた

はどの職が一番適しておるのかと、自分でもどのように分析しておる

のかと、いったようなそういう自己分析、あるいは我々も上司から見

たときに、その個人がどうあるかとそういう対話の人材育成というも

のが必要であろうということで、ちょっと長くなりますけども人材育

成の基本方針というものを定めまして、あるいは事務事業の整理もし

なきゃいけません。どういう仕事を重点的にやっていかなきゃいけな

いのかと、そこらを上手くマッチングをしていくということが、４年

目の課題だということで、行政評価なり人材育成なりグループ制の導

入だということで、取り組まさせていただきたいというふうに思っと

ります。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          １０番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   では金岡部長にお聞きしますが、その今回の簡易水道特別会計のと

ころで、１名減ということですが、業務内容の評価はどのようにされ

て１名減にするんだと、いうふうな形を増元副市長も含めてですね、

その人事異動の議論をされたのか、そして職員評価をどのようにして、
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どういう職員をどういうふうに配置したいんだと、いうふうな議論を

されたのか、というのをお聞きしたいと思います。 

○松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

          建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   ただいまのご質問でございますが、いわゆる水道業務の中で、業務

係建設係それぞれございます。１名減となるいうことは大変業務の遂

行上、担当課としましても部としても非常に厳しい状況がございまし

たが、それぞれこれまで業務を遂行してきた職員等の内容を確認した

上で、現在ある仕事をそれを少しお互いにカバーをするという状況の

中で、こういう業務を今やっているところでございます。ただ冒頭一

般会計でもございましたように、全体的な職員が減をする中で、そこ

らについてはある一定の減もいたし方がないということで、我々の方

もそこを職員初め我々理解をしているところでございます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

          ほかに質疑ございませんか。 

           〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   ほかに質疑ないようでございますので、これをもって質疑を終結い

たします。 

          お諮りいたします。本件は委員会への付託を省略いたしたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

           〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   異議なしと認め、これより討論に入ります。 

          討論ありませんか。 

           〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

    これより議案第６４号、平成１９年度安芸高田市簡易水道事業特別

会計補正予算（第１号）の件を起立により採決いたします。 

          本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

           〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決をされました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。 

次回は、明日午前１０時に再開をいたします。 

ご苦労様でございました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ４時３６分 散会 
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